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支
配
の
連
続
性
と
断
絶
性

満
州
国
期
に
お
け
る
満
鉄
附
属
地
の
視
点
か
ら

大

野

太

幹

・
・
…

は
じ
め
に

一
九
三

一
年
九
月

一
八
日
、
関
東
軍
は
軍
事
行
動
を
発
動
し
、
時

を
経
ず
し

て
中
国
東
北
地
域
全
域
を
占
領
下
に
置
き
、

一
九
三
二
年

三
月
に
は

「満
州
国
」
を
成
立
さ
せ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
張
作
森

・

張
学
良
政

権
に
よ

っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
中
国
東
北
地
域

は
、
日
本

の
全
面
的

な
支
配
下
に
入

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
関
東
州

と
満
鉄
附
属
地
と
い
う
狭
小
な
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
た
日
本

の
支

配
領
域
が
、
中
国
東
北
全
域

へ
拡
大
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
。そ

れ
で
は
、
満
州
国
成
立
以
前
と
以
後

で
は
、
中
国
東
北

の
社
会

は
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
満
州
事
変
以
前

と
以
後
で
は
、
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
お
い
て
い
か
な
る
連
続

性
と
断
絶
性
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
、
日
本

の
中
国
東
北
地
域
に
お
け
る
支
配
の
本
質
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

例
え
ぼ
、
そ
の
内
実
は
と
も
か
く
満
州
国
と
い
う

「独
立
国
」
が

成
立
し
た
後
も
、
日
本
人
の
治
外
法
権
と
日
本

の
絶
対
的
排
他
的
行

政
権
が
行
使
さ
れ
る
満
鉄
附
属
地
が
存
続
す
る
と

い
う
こ
と
は
、

い

か
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者

は
こ
れ
ま
で
、
満
州
事
変
以
前

の
満
鉄
附
属
地
に
お
い
て
居

住

・
活
動
し
て
い
た
華
商
、
あ
る
い
は
彼
ら

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た

商
務
会

に
つ
い
て
研
究
を
進

め
て
き
た
。
管
見
の
限
り
で
は
、
満
鉄

附
属
地
華
商
は
日
本
の
行
政
権
が
行
使
さ
れ

る
と
い
う
附
属
地

の
特

性
を
利
用
し
、
経
済
利
益
を
追
求
し
て
い
た
。
具
体
的
に
言
え
ぼ
、
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満
鉄
附
属

地
華
商
は
附
属
地

で
は
日
本

の
行
政
権
が
行
使
さ
れ
、
中

国
側
権
力

が
干
渉

で
き
な
い
と
い
う
現
状
を
利
用
し
、
中
国
側
税
摘

ハロ
　

の
納
税
を
回
避
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
彼
ら
に
と

っ
て
満
鉄
附
属
地

に
お
け
る
日
本
の
行
政
支
配
は
、
経
済
活
動
を
行
う
上
で
の
優
位
性

に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
満
州
国
の
成
立
に
よ
り
、
満
鉄
附
属
地
華
商
を
取
り

巻
く
状
況

は
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な

か

っ
た
の
か
。
本
稿
は
こ
の
点
に
着
目
し
、
主
と
し
て
満
鉄
附
属
地

華
商

の
視
点
か
ら
満
州
国
に
お
け
る
支
配
の
意
味
を
考
察
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
対
象
と
す
る
満
鉄
附
属
地
は
、
当
時
満

州
国

の
二
大
都
市
で
あ
っ
た
奉
天

(藩
陽
)
と
新
京

(長
春
)
に
限

定
す
る
。

本
稿

の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
節

で
満
州
国
期
に
お
け
る
奉

天

・
新
京
両
附
属
地
の
状
況
を
概
説
し
、
さ
ら
に
満
鉄
附
属
地
を
含

め
た
両
都

市

の
全
体
的
な
変
遷
を
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
満
鉄
附

属
地
華
商

に
対
す
る
満
州
国
側
税
指

の
課
税
状
況
か
ら
、
張
作
森

・

張
学
良
政
権
期
と
満
州
国
期
と
の
政
治
支
配
面
に
お
け
る
共
通
点
と

相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
節
で
は
奉
天
と
新
京

の

附
属
地
華

商
に
つ
い
て
、
満
州
事
変
以
前
か
ら
満
州
国
期
に
か
け
て

の
連
続
性

と
断
絶
性
と

い
う
視
点
か
ら
比
較

・
考
察
す
る
。

満
州
国
期
に
お
け
る
都
市
の
変
遷

H

満
州
国
期
に
お
け
る
満
鉄
附
属
地

中
国
東
北
地
域
に
お
け
る
都
市

の
状
況
に
関
し
て
、
満
州
国
期
に

な

っ
て
も
変
わ
ら
な
か

っ
た
の
は
満
鉄
附
属

地
の
存
続
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
満
州
事
変
以
前
と
同
様
、
中
国
東
北
地
域
南
部

(長
春
以

南
)
の
鉄
道
沿
線
都
市

に
お
い
て
は
、
日
本

の
行
政
権
が
行
使
さ
れ

る
地
域
が
存
在
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
満
鉄
附
属
地
の
存
続

に
は
、

関
東
軍

・
外
務
省

・
関
東
庁

・
満
鉄

の
間
の
既
得
権
益
争

い
が
関
係

　　
　

し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
政
治
的
背
景

は
先

行
研
究

に
譲

る
と
し

て
、
こ
こ
で
は
満
鉄
附
属
地
存
続

の
意
味
を
都
市

の
変
遷
と
の
関
わ

り
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

満
州
国
成
立
後
、
最
も
顕
著
に
表
れ
た
奉
天

・
新
京
両
附
属
地
社

会

の
変
化
は
、
日
本
人
居
住
者
の
急
激
な
増
加
で
あ

っ
た
。
表
1
は

奉
天

・
新
京
両
附
属
地

の
居
住
者
戸
数
お
よ
び
人
口
を
挙
げ
た
も
の

だ
が
、
両
附
属
地

で
は
い
ず
れ
も
日
本
人
居
住
者
が
急
増
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

奉
天
附
属
地
は
満
州
事
変
以
前
か
ら
、
関
東
州
以
外

に
暮
ら
す
在

満
日
本
人
の
最
大

の
居
住
地
域
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
満
州
事
変

以
前
は
中
国
人
人

口
と
日
本
人
人
口
は
ほ
ぼ

同
数
程
度

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
満
州
国
成
立
後
は
日
本
人
の
人
口
が
急
激
に
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
三
四
年
に
は
奉
天
附
属
地
に
居
住
す
る
日



表1奉 天 ・新 京附 属地 の戸 数 ・人 口

単位:上 段 戸 、下段 人

奉 天 新 京(長 春)

中国人 日本人 朝鮮人 外国人 中国人 日本人 朝鮮人 外国人

1928年

12月 末

2,839 4,620 93 327 3,612 2,520 217 142

19,698 20,570 494 1,239 26,538 9,543 992 509

1930年

12月 末

3,383 5,059 148 332 3,905 2,714 256 118

21,873 22,480 760 1,163 27,621 io,soo 1,174 446

1932年

12月 末

3,244 7,238 204 228 3,834 3,639 525 118

20,225 32,379 1,051 823 26,570 16,232 2,518 446

1934年

12月 末

3,067 11,874 244 220 3,760 6,644 433 95

21,415 54,161 1,664 pis 31,004 30,739 2,738 377

1937年

12月 末

2,562 15,726 213 170 3,375 8,201 558 75

21,217 70,073 1,727 513 27,448 34,115 3,180 280

出所:満 鉄編 『統計年報 』各年 度(復 刻版 、1991年 、龍渓書舎)。 満 鉄総裁 室地方部 残務整理 委員会

編 『満鉄附属地経営 沿革 全史』上巻、1939年(復 刻版 、1977年 、龍渓書舎)151頁 。

表2奉 天 ・新京 の人 口

単位:人

奉 天 新 京(長 春)

中国人 日本人 朝鮮人 外国人 計 中国人 日本人 朝鮮人 外国人 計

1934年 403,378 8,779 10,916 712 423,785 136,917 7,424 1,563 38 145,942

1936年 430,903 7,348 7,664 767 446,682 172,773 25,050 4,527 504 202,854

1938年 651,785 88,522 17,377 1,172 758,856 239,748 58,407 6,620 916 378,242

注:1934年 と1936年 は満鉄附属地 を除いた数字。1938年 は満鉄 附属 地撤廃後 のため、附属地人 口も含

めた数字。1934年 は12月 末現 在の数字 。1936年 は具 体的 な月は不明。1938年 の新京 は12月 末現在

の数字、奉 天の1938年 は5月 末現在。 「中国人」 は史料 中では 「満洲人」 と記載。

出所:満 鉄地 方部 商 工課編 『満 洲 主要都 市 商工 便 覧』1935年 。 満鉄 地 方部 庶務 課編 『昭和 十 一年

版 満洲主要都市要 覧』1937年 。新京特別 市長官房庶務 科編 『国都新 京 康徳 九年版』新 京特別市公

署、1942年 、46頁 。奉 天商 工公会 調査課 編 『奉 天経済 事情 康徳 五年版 』奉 天商 工公会 、1938年 、

7頁 。

本
人
は
五
万
四

一
六

一
人
を
数

え
、

一
九
三
七
年
に
は
七
万
七

三
人
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
奉

天
附
属

地
外
に
居
住
す
る

一
九

三
四
年

当
時
の
日
本
人
人
口
八

七
七
九

人
、

一
九
三
六
年
当
時

の
七
三

四
八
人
と
比
較
す

る

と
、
大
部

分
の
日
本
人
が
附
属

地
内
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る

(表
2
参
照
)。

新
京

(長
春
)
は
、
も
と
も

と

"大

豆
の
都
"
と
称
さ
れ
た

中
国
東
北

特
産
物

の

一
大
集
散

地
で
あ
り
、
満
鉄
長
春
附
属
地

内

に
は
多
く

の

「糧
桟
」

(中

国
人
特
産

物
商
)
が
居
住

・
活

動

し
て

お
り
、

ま
た
そ

れ
に

伴

っ
て
比
較
的
規
模

の
大
き
な

中
国
人

社
会
が
形
成
さ
れ
て
い

た
。

し

か

し
、
満
州

国
成
立

後
、
新

京
が
国
都
に
選
定
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
日
本
人

が
流
入
し
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
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は
満
鉄
附
属
地
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ

の
た
め
、
満
州

事
変
以
前

に
は
中
国
人
人
口
の
三
分

の

一
程
度
だ

っ
た
日
本
人
人
口

は
、

一
九

三
四
年
に
は
中
国
人
と
ほ
ぼ
同
数
の
三
万
七
三
九
人
、
さ

ら
に

一
九

三
七
年
に
は
中
国
人
人
口
を
上
回
る
三
万
四

一
一
五
人
ま

で
増
加
し

て
い
る
。
新
京
に
お
け
る
附
属
地
外
居
住
日
本
人
人
口
が

一
九
三
四
年
当
時

で
七
四
二
四
人
だ

っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
新
京

に
お

い
て
も
日
本
人
の
大
多
数
は
満
鉄
附
属
地
内
に
居
住

し
て
い
た
。
た
だ
、

一
九
三
六
年
以
降
は
附
属
地
外

に
居
住
す
る
日

本
人
は
二
万
五
〇
五
〇
人

へ
と
増
加
し
て
い
る

(表
2
参
照
)
。
こ

の
こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
都
と
し
て
の
都
市
計
画
進
展
に
伴

う
も
の
と
思
わ
れ
る
。

口

満
州
国
の
首
都
選
定

中
国
東
北
地
域
に
お
け
る
都
市

の
変
遷
に
お
い
て
、
満
州
国
成
立

に
伴
う
最

も
大
き
な
変

化
は
、
政
治
の
中
心
が
奉
天
か
ら
長
春
に
移

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
関
東
軍
は
満
州
国
成
立
に
伴

い
、

一
九
三
二

年
二
月
に
長
春
を
首
都

と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

一
九
三
二
年
三
月

に
は
長
春

と
い
う
名
称
を

「新
京
」
に
改
め
た
。
関
東
軍
が
長
春
を

首
都
に
選

ん
だ
理
由
と
し
て
は
、
旧
勢
力
と
の
関
係
、
お
よ
び
地
価

ムヨ
　

の
低
廉
さ
が
あ

っ
た
。

奉
天
軍
閥
、
す
な
わ
ち
張
作
森

・
張
学
良
政
権

の
拠
点
で
あ

っ
た

奉
天
と
は
異
な
り
、
長
春
が
属
す

る
吉
林
省

の
省
都
は
吉
林
で
あ

り
、
長
春

は
あ
く
ま

で
商
業
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
た
。
ま
た
、

地
価
の
点
に
お
い
て
も
、
東
北

の

一
大
行
政
都
市
で
あ
り
消
費
都
市

で
あ

っ
た
奉
天
に
比
べ
、
新
興

の
商
業
都
市

で
あ
る
長
春

に
は
、
居

住
者
の
い
な
い
広
大
な
土
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
満
州
国

期

の
新
京

(長
春
)
に
お
い
て
は
満
鉄
附
属
地
と
商
埠
地
、
城
内
と

い
っ
た
既
存
の
居
住
域
に
加
え
、
南
方
に
広
大
な
土
地
を
買
収
し
、

満
鉄
附
属
地
の
中
央
通
か
ら
南
に
直
線
に
伸
び
る
幹
線
道
路

(大
同

ム
れ
　

大
街
)
を
中
心
と
す
る
巨
大
な
都
市
が
形
成
さ

れ
た

(図
-
参
照
)。

さ
ら
に
、
上
述

の
よ
う
な
要
因
に
加
え
、
新
京
と
朝
鮮
半
島
の
海

港
を
結
ぶ
京
図
線

(吉
会
鉄
道
)

の
敷
設
に
見
ら
れ
る

「日
満
鮮

一

バ
ら
　

体
化
」
と
い
う
政
治
的
意
味
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

一
九
三
五
年
に
は

ソ
ビ

エ
ト
連
邦
が
経
営
権
を
有
し
て
い
た
中
東
鉄
道
を
買
収
す
る
こ

と
に
成
功
し
、
交
通
面
に
お
い
て
中
国
東
北
地
域

の
北
部
と
南
部
の

ハむ
　

結
節
点
と
も
言
え
る
都
市
と
な

っ
た
。

一
方
、
満
州
事
変
以
前
ま
で
中
国
東
北
地
域

の
政
治

・
経
済
に
お

け
る
中
心
都
市
で
あ

っ
た
奉
天
は
、
上
述
の
よ
う
な
理
由

で
満
州
国

の
首
都
に
は
選
定
さ
れ
ず
、
そ
の
政
治
的
側
面
を
失
い
、
商
工
業
都

市
と
し
て
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
奉
天
に
お
い
て
は
清
代
か

ら
都
市
と
し
て
の
骨
格
が
築
か
れ
、
内
城
と
外
城

で
形
成
さ
れ
た
奉

天
城
内
に
は
多
く
の
官
吏
や
商
人
が
居
住
し
、
複
雑

に
入
り
組
ん
だ

胡
同
を
有
す
る
中
国
人

の
都
市
と
し
て
発
展

し
て
い
た
。
そ

の
た

め
、
新
た
な
都
市
計
画

の
た
め
土
地
を
入
手
す
る
に
は
、
膨
大
な
費

用
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。

ま
た
、
奉
天
に
お
い
て
は
満
鉄
附
属
地

の
存
在
が
都
市
開
発
を
阻

iz



害
し
て
も

い
た
。
国
都
と
し
て
の

新
京
に
お
け

る
都
市
建
設
が
、
満

州
国
政
府
直
轄

の
事
業
と
し
て
国

務
総
理
直

属

の
国
都
建

設
局
が

担

っ
て
い
た

の
に
対
し
、
奉
天
な

ど
他

の
主
要
都
市

で
の
都
市
建
設

　　
　

は
市
政
府

の
事
業

で
あ

っ
た
。
そ

の
た
め
、
奉
天
に
お
け
る
都
市
建

設
は
、
満
鉄
附
属
地
内
は
満
鉄
の

管
轄
、
附
属
地
外
は
奉
天
市

の
管

轄
と
い
う

よ
う
に
統

一
し
た
主
体

が
存
在
せ
ず
、
買
収
用
地

の
管
理

方
法
や
都
市
計
画
事
業
の
財
源
な

ど

の
問
題

に
お
い
て
、
奉
天
市
側

と
満
鉄
側

の
意
見
が

一
致
せ
ず
、

一
向
に
事
業

が
進
展
し
な

い
状
況

ハ
　
　

と
な

っ
て
い
た
。

そ
の
た

め
、
新
た
に
開
発
さ
れ

た

「鉄
西

工
業
地
区
」

(満
鉄
附

属
地
西
側
)

は
、
日
満
合
弁

の
奉

天
工
業
土
地

股
傍
有
限
公
司
が
管

理
す
る
こ
と

と
な
り
、
満
鉄
側
が

三
万
株
、
満
州
国
側
が
二
万
株
を
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保
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
比
較
的
少
な

い
経
費
で
開
発
可
能

な
土
地
は
、
奉
天
城
側

で
は
な
く
満
鉄
附
属
地
の
西
側
に
し
か

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
満
鉄
附
属
地
が
撤
廃
さ
れ
、
大

規
模
な
都
市
開
発
が
計
画
さ
れ
た
後
の

一
九
三
九
年
に
な

っ
て

も
奉
天
城
内
は
手

つ
か
ず

の
ま
ま
残
り
、
そ
の
周
囲
に
新
た
な

行
政
区
を
設
け
て
開
発
す
る
の
み
に
止
ま

っ
た
の
で
あ
る

(図

2
参
照
)。

経
済
面
か
ら
言
え
ば
、
奉
天
は
満
鉄
線

・
奉
山
線

(奉
天
ー

山
海
関
間
)
・
安
奉
線

(安
東
-
奉
天
間

)
・
撫
順
線

(奉
天
-

撫
順
間
)
・
奉
吉
線

(奉
天
-
海
龍
経
由
-
吉
林
間
)
と

い
っ

た
鉄
道
各
線
が
交
差
す
る
要
衝
で
あ
り
、
物
資

の
集
散
地
で
も

あ

っ
た
。
奉
山
線
は
も
と
も
と
京
奉
線

(北
京
-
奉
天
間
)
あ

る
い
は
北
寧
線

(北
平
-
遼
寧
間
)
と
称
さ
れ
た
中
国
側
自
弁

鉄
道

で
あ

っ
た
が
、
満
州
国
成
立
に
よ
り
、
奉
天
か
ら
山
海
関

ま

で
を
満
州
国
側
が
接
収
し
た
た
め
、
山
海
関
を
境
に
し
て
満

州
国
側
と
中
国
側
に
分
断
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、

満
州
国
成
立
に
伴

い
、
そ
れ
ま
で
は
国
内
品
と
し
て
関
税
の
か

か
ら
な
か

っ
た
関
内

(長
城
以
南
)
発

の
製
品
に
関
税
が
か
け

ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
同
鉄
道

に
よ
る
物
資

の
輸
送
は

減
少
し
、
ほ
と
ん
ど
が
大
連
経
由

の
日
本
製
品
で
占
め
ら
れ
る

ム
い
　

こ
と
と
な

っ
た
。

も
と
も
と
中
国
東
北
地
域
は
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
華

北

(と
く
に
河
北
省

・
山
東
省
)
と
関

係

の
深

い
土
地

で
あ
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り
、
該
地

域
居
住
者
の
多
く
は
先
祖
の
代
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
が

華
北
方
面

か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
奉
天
は
陸

路

を
通

る
場
合
、
東
北

の
玄
関

口
の
よ
う
な
都
市
で
あ

っ
た
。
当

然
、
関
内

か
ら

の
物
資
あ
る
い
は
人
の
移
動
は
、
そ
の
多
く
が
奉
天

を
経
由
し

て
い
た
。
満
州
国
成
立
に
あ
た
り
、
長
春

が
首
都
に
選
定

さ
れ
た

こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
中
国
本
土

(関
内
)
と
中
国
東
北
地

域
と
の
関

係
を
分
断
し
、
朝
鮮
半
島
さ
ら
に
は
日
本
と
の

一
体
化
を

目
指
す
と

い
う
意
味
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
は
言

っ
て
も
、
中
国
東
北
地
域

に
お
け
る
奉
天
の

重
要
性
は
依
然
と
し
て
高
か

っ
た
。
例
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
満
州

国
成
立
後
、
奉
天
と
関
内

の
鉄
道
輸
送
の

一
体
性
が
分
断
さ
れ
た
後

ム
け
　

も
、
奉
天

の
中
国
人
雑
貨
商
や
締
房
は
、
「汽
車

の
機
関
士
、
列
車

ボ
ー
イ
或

は
鉄
路
警
察
官
等
と
図
り
北
京
、
及
び
天
津
等
よ
り
帽

ム
に
　

子
、
小
問
物
、
薬
品
類
及
日
用
雑
貨
品
等

の
密
輸
を
な
し
」
た
り
、

「奉
山
沿
線

の
各
旅
館
業
者
と
連
絡
を
と
り
、
旅
客
手
荷
物
運
輸

の

名
義
を
以

っ
て
、
綱
子
、
椴
子
等
を
手
荷
物
中
に
巻
い
て
北
平
を
経

由
密
輸

入

す

る
」

な
ど
し
、
満
州
国
側

の
関
税
納
付
を
逃

れ
て

ムロ
　

い
た
。
ま

た
、
奉
天
に
は

「日
本
或
は
朝
鮮
等
よ
り
絹
織
物
及
絹
布

類
、
そ
の
他
奢
修
品
を
密
輸
入
」
す
る
中
国
人

・
朝
鮮
人
業
者

も

ハれ
　

い
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
の
商
人
は
安
奉
線
を
利
用
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
側

の
政
治
的
な
意
図
で
首
都
と
は

な
ら
な
か

っ
た
奉
天
で
あ
る
が
、
そ
の
交
通

の
要
衝
と
し
て
の
地
位

は
依
然
重

要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
表
2
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人

口
規
模
に
お
い
て
も

奉
天
は
常
に
新
京
を
上
回

っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
関
東
軍
の
意

図
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
人
に
と

っ
て
は
依
然

と
し
て
奉
天
が
最
重

要

の
都
市
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

満
鉄
附
属
地
の
優
位
性

ー

附
属
地
華
商
の
満
州
国
側
税
指
納
税
状
況

前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
満
州
国
期
に
は
政
治
上

の
中
心
都
市
が

新
京
に
移
さ
れ
て
大
規
模
な
都
市
開
発
が
行
わ
れ
、
奉
天
に
お
い
て

も
鉄
西
工
業
地
区
が
開
発
さ
れ
る
な
ど
、
満
州
事
変
以
前

に
は
な

か

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
起
き
た
が
、
満
鉄
附
属
地
だ
け
は
変
わ

ら
ず

に
存
在
し
続
け
た
。
そ
れ
は
、
満
鉄
附
属
地
に
お
い
て
居
住

・

活
動
す
る
華
商

に
と

っ
て
は
、
満
州
事
変
以
前

か
ら
あ
る
満
鉄
附
属

地
の

"優
位
性
"
が
存
続
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。
華
商

に

と

っ
て
の
満
鉄
附
属
地

の

"優
位
性
"
の
中

で
、
最
も
重
要
な
意
味

を
持

っ
た

の
は
中
国
側
、
満
州
国
成
立
後
は
満
州
国
側
の
各
種
税
掲

課
税
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。

満
州
事
変
以
前
に
お
け
る
、
満
鉄
附
属
地
華
商

に
対
す
る
中
国
側

税
掲
課
税
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿

で
詳
述
し
た
よ
う
に
、

日
本
側
当
局
は
絶
対
的
排
他
的
行
政
権
を
名

目
に
、
中
国
側
権
力
の

附
属
地
内

へ
の
干
渉
を

一
切
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
満
鉄
附
属
地
内

の
華
商
は
中
国
側
税
掲
を
納
付
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
。
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た
だ
、
満
州
事
変
以
前

の
附
属
地
華
商
は
中
国
側
税
椙
を
ま

っ
た

く
納
付
し

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
満
鉄
附
属
地
は
中
国
東

北
地
域
全
体

の
中

で
は
極
め
て
狭
小
な
地
域

で
あ
り
、
そ
こ
を
拠
点

に
輸
出
品
や
輸
入
品
が
各
地
に
出
回
り
、
ま
た
逆
に
各
地
か
ら
附
属

地

へ
物
資
が
集
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
側
権
力
は
附
属

地
内
で
徴
税

で
き
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
附
属
地
と
中
国
側
行
政
地

域
の
境
界
線
に
税
掲
局
を
設
け
て
、
附
属
地
に
出
入
り
す
る
物
品
に

課
税
す
る
方
法
を
取

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
徴
税
方
法

は
、

「堵
戴

(遮

る
の
意
)
徴
収
」
略
し
て

「堵
徴
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
堵
徴

は
附
属
地
内

で
直
接
徴
税
で
き
な
い
中
国
側
当
局
に
と

っ
て
は
次
善

の
策

で
あ

っ
た
が
、
附
属
地

の
す
べ
て
の
境
界
を
監
視
す
る
こ
と
は

ムめ

　

で
き
ず
、
脱
税
も
多
く
行
わ
れ
た
。

ま
た
、

も
う
ひ
と

つ
の
附
属
地
華
商
か
ら
の
徴
税
方
法
は
、
「包

税
」
(請

負
税
)
と
称
さ
れ
る
方
法

で
あ

っ
た
。
包
税
と
は
、
満
鉄

附
属
地
内

の
華
商
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
商
務
会

(附
属
地
商
務
会
)

が
中
国
側
当
局
と
交
渉
し
、

一
定
金
額
を
定
期
的
に
納
付
し
て
、
徴

税
の
代
わ
り
と
す
る
方
法
で
あ

っ
た
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
附

属
地
華
商

に
と

っ
て
は
、
附
属
地
に
物
品
が
来
な
け
れ
ば
、
あ
る
い

は
附
属
地

か
ら
品
物
を
出
せ
な
け
れ
ば
商
業
活
動
が
成
り
立
た
な
い

た
め
、
彼

ら
も
中
国
側
権
力
と
の
関
係
悪
化
を
望
ま
ず
、
自
発
的
に

納
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
、
附
属
地
商
務
会
が
中

国
側
当
局
と

の
交
渉
窓

口
と
な
り
、
中
国
側
と
の
関
係
悪
化
を
回
避

し
な
が
ら
、
附
属
地
華
商
の
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た

ム
い
　

し
て
い
た
。

し
か
し
、
満
州
事
変
以
前
に
お
い
て
は
、

一
九
二
七
年
の
錆
場
税

徴
収
、

一
九
三

一
年
の
営
業
税
徴
収
な
ど
に
際
し
て
、
徴
税
を
強
行

す
る
中
国
側
と
附
属
地
に
お
け
る
絶
対
的
排

他
的
行
政
権
を
主
張
す

る
日
本
側
の
問

で
緊
張
が
高
ま
り
、
附
属
地
華
商
も
微
妙
な
立
場
に

ハレ
　

置
か
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
満
州
国
成
立
後
、
満
鉄
附
属
地
華
商
に
対
す
る
課
税

問
題

は
ど

の
よ
う
な
状
況
と
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節

で

は
、
満
州
国
成
立
後
に
お
け
る
附
属
地
華
商

の
納
税
状
況
の
変
化
を

見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
満
州
国
成
立
以
前
と
以
後
の
連
続
性
、
な
い

し
は
断
絶
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

e

奉
天
附
属
地
の
状
況

表
3
ー
①
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
満
州
事
変

以
前
に
お
い
て
奉
天

附
属
地
華
商
は
出
産
税

・
営
業
税

・
煙
酒
税

・
統
税

・
牲
畜
税
を
納

付
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
附
属
地
内

か
ら
附
属
地
外

へ
の

物
資

の
移
動

(土
貨

・
外
来
貨

・
煙
草

・
酒

・
綿
糸
布

・
セ
メ
ン

ト
)、
お
よ
び
附
属
地
外
か
ら
附
属
地
内

へ
の
物
資

の
移
動

(各
種

穀
類

・
家
畜
)
に
課
せ
ら
れ
る
税
で
あ
り
、
中
国
側
税
掲
当
局
は
附

属
地

の
境
界
線

に
税
掲
徴
収
局
を
設
け
、
華

商
あ
る
い
は
運
搬
人
か

ら
徴
税
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
堵
徴
を
行

っ
て
い
た
。

な
お
、
営
業
税
に
つ
い
て
は
表
中
に
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
営
業

収
入
に
課
せ
ら
れ
る
も

の
だ

っ
た
が
、
中
国
側
税
掲
当
局
は
附
属
地

z6



表3奉 天附属地における中国(満 州国)側 課税状況

① 満州国成立以 前(1931年7月)

税 種 税 目 課税物件 納税者 納 期 納税方法

出産税

豆税 大豆 ・青 豆・黒豆 ・磨豆

売手 随時 税指局所直接納入糧税 油糧 ・粗糧 ・細糧

貨税 土貨 ・外来貨

営業税 第一類 営業収入 営業者 毎月一回翌月納入 税掲局所直接納入

煙酒税 酒税 焼酒 焼鍋 毎月一回月末納入 税摘局所直接納入

統税

巻煙統税 紙巻煙草 製煙業者 毎月一回翌月末納入 税掲局所直接納入

綿糸布統税 綿糸 ・綿布

取扱業者 随時 印花貼付麦粉統税 麦粉

セメント統税 セ メン ト

牲畜税
売買税 牛 ・馬 ・ ラ バ ・豚 ・

ロ バ ・羊

買手
随時 税指局所直接納入

補徴税 所有者

② 満州国成立以後(1933年7月)

税 種 税 目 課税物件 納入者 納入時期 納税方法

営業税 営業税 営業収入 営業主 毎 月10日

税掴局所
直接納入

出産税

出産貨税 土貨 ・外来貨

生産者 随時
雑糧税 雑糧 ・細糧

油糧税 油糧

豆税 大豆 ・青豆 ・黒豆 ・磨豆

煙酒税

煙税 煙草 生産者または輸入者 販売時

酒税 焼酒 生産者または輸入者 毎月末および輸入時

酒特税 酒類 生産者または輸入者
酒税納入時および

輸入時

酒公売費 酒類 生産者または輸入者 酒税納入時

煙酒牌照税 営業鑑札 営業主
7月 お よび1月 の

二分納

統税

巻煙統税 紙巻煙草

製造者または輸入者 出廠時または輸入時
棉紗統税 綿糸布

麦粉統税 麦粉

セメント統税 セ メン ト

牲畜税 売買税
牛 ・馬 ・ ラ バ ・豚 ・

ロバ ・羊
買主 随時

屠殺税 屠殺税 事業者 随時

注:油 糧 とは、大豆 類 ・ゴマ ・カラム シ ・エ ゴマを指 す。粗糧 とは、 高梁 ・粟 ・ソバ ・トウモ ロコ

シ ・稗 ・大麦 を指す。細糧 とは、籾 ・白米 ・小豆 ・緑豆 ・陸稲 ・苑豆 を指す。

出所:① 満鉄地方部 地方課編 『昭和六年七 月末現在 附属地二於 ケル中国官憲課税調』1931年 。

②満鉄地方部地 方課編 『昭和八年度 附属地 二於 ケル満洲国課税調 』1933年 。
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内
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
も
他
の
税
と
同

じ
く
附
属

地
境
界

で
搬
出
さ
れ
る
貨
物
に
課
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
営

業
税
徴
収

に
関
し
て
は
、
上
述
の
と
お
り
日
本
側
関
東
庁
警
察
当
局

が
附
属
地
華
商
の
納
税
に
対
し
て
強
硬
に
反
対
し
、
ま
た
中
国
側
税

掲
当
局
は
附
属
地
か
ら
中
国
側
行
政
地
域

へ
通
じ
る
主
要
道
路
を
す

べ
て
封
鎖

し
徴
税
を
行

っ
た
た
め
、
重
大
な
問
題
と
な

っ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
満
州
国
期

の
奉
天
附
属
地
華
商
に
よ
る
納
税
状
況
に

は
い
か
な
る
変
化
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
3
1
②

は

一
九
三
三

年
に
お
い
て
、
奉
天
附
属
地
華
商
が
納
税
し
て
い
た
満
州
国
側
税
据

を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
張
作
森

・
張

学
良
政
権

が
排
除
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奉
天
附

属
地
華
商

の
満
州
国
側
税
掲
納
税
状
況
は
、
満
州
国
成
立
以
前
と
ほ

と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
も

の
だ

っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
徴
税
方
法
も
満
州
事
変
以
前
と
同
じ
く
、
附
属
地

境
界
で
の
徴
税
、

つ
ま
り
堵
徴
に
よ

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
堵
徴
は

脱
税
が
行

わ
れ
る
可
能
性
が
高
か

っ
た
。

例
え
ば

、
出
産
税

の
う
ち
、
附
属
地
に
搬
入
さ
れ
る
穀
物

に
課
さ

れ
る
も
の
に

つ
い
て
、
奉
天
側
当
局
が

「最
近
省
城
附
近

の
農
民
が

何
れ
も
糧
穀
を
脱
税
し
て
附
属
地
内
に
各
穀
物

の
搬
入
を
な
す
も

の

多
数
あ
り

(中
略
)
附
属
地
内
四
囲
の
主
要
道
路
入
口
に
臨
時
税
掲

徴
収
分
駐

所
を
設
置
し
、
附
属
地
内
搬
入
糧
穀

の
脱
税
馬
車
取
締
り

を
な
す

こ
と
を
決
議
」

し
て
い
る
よ
う
に
、
満
州
国
成
立
以
前
と
同

様
、
附
属
地
境
界

の
税
掲
局
員
の
い
な

い
場
所
を
狙

っ
て
脱
税
を
図

ム
　
　

る
者
が
多
か

っ
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
満
州
国
外
交
部
総
長
謝
介
石
は

「諸
税
中
主
要

ナ
ル
地
位

ヲ
占
ム
ル
特
産
品

二
対

ス
ル
出
産
税

(中
略
)

ハ
徴
税
成

績
面
白
カ
ラ
ス
、
特

二
満
鉄
沿
線
附
属
地

二
於
ケ
ル
当
国
徴
税
権
ノ

及

ハ
サ
ル
ヲ
奇
貨
ト
シ
種
々
ノ
手
段

ニ
テ
脱
税
ヲ
企

ツ
ル
モ
ノ
少
カ

ラ
ス
」
と
し
て
、
満
鉄
側

に
附
属
地
内
に
お

い
て
代
理

で
徴
収
す
る

ムロ
　

よ
う
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
求
は
ま

っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な

か

っ
た
。

ま
た
、
奉
天
省
城
税
摘
徴
収
局
は
附
属
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
貨
物

に
つ
い
て
も
、
「日
姑

〔満
鉄
附
属
地
11
引
用
者
。
以
下
同
〕
内

の

一
般
華
商
は
多
く
の
場
合
、
附
属
地
境
界
内

で
品
物
を
購
入
し
て
い

る
が
、
そ
の
多
く
が
税
を
申
告
せ
ず
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
ひ
そ
か
に

脱
税
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
自
ず

と
減
収
と
な
り
、
税

収
に
大
き
く
影
響
す
る
」
と
し
て
、

一
九
三
二
年
六
月
三
〇
日
、
附

属
地
内

の
華
商

に
対
し

「貨
物

の
運
搬
は
厳

し
く
検
査
し
、
国
税

の

脱
税
を
防
止
す
る
。
も
し
日
帖
境
界
に
お
い
て
華
商
の
脱
税
者
を
検

ム
　
　

出
し
た
と
き
は
十
倍
の
罰
則
と
す
る
」
こ
と
を
通
知
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「各
税
掲
派
出
所

に
は
何
れ
も
日
本
人

税
掲
吏
を
常
置
し
厳
重
監
視
に
当
た
ら
し
め

て
い
る
」
と
い
う
事
実

ムの

　

で
あ

っ
た
。
満
州
国
に
お
い
て
は
、
徴
税
機
関
改
革

の
た
め
と
し

て
、
各
地

の
税
務
監
督
署

の
副
署
長

に
は
必
ず

日
本
人
が
就
く
こ
と

と
し
、
ま
た
税
務
監
督
署

の
下
部
組
織

で
あ
る
税
摘
局
に
も
日
本
人

ムぴ
　

指
導
員
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
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上
述

の
よ
う
な
状
況
に

つ
い
て
、
奉
天
総
領
事
代
理
中
野
高

一

は
、
満
州

国
成
立
後
は

「徴
税

ノ
方
法

ハ
事
変
前

二
比

シ
寧

ロ
厳

格
」
で
あ

り
、
「満
洲
側
税
務
官

庁
ノ
実
権

モ
亦
邦
人
ノ
手

二
掌
握

セ
ラ
レ
居

ル
今
日
」
こ
う
し
た
事
態
は

「甚
面
白
カ
ラ
ス
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
日
本
人
税
摘
局
員
側
か
ら
は

「日
満
関
係

ノ
新
事
態

二
処

ス
ル
満
洲
側
日
系
官
吏

ノ
立
場

二
対

シ
テ
モ
考
慮

ヲ

ム
ふ
　

与

ヘ
ラ
レ
タ
シ
」
と
の
意
見
が
あ

っ
た
と
い
う
。

以
上

の
よ
う
に
、
満
鉄
附
属
地

の
存
在
は
満
州
国
成
立
以
前
と
同

様
、
満
州

国
側
税
摘
の
徴
税
を
困
難
に
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
か

つ
て
軍
閥
政
権
に
よ
る

「不
当
課
税
」
と
称
さ
れ
た
附
属
地
内
華
商

か
ら
の
徴
税
行
為
が
、
満
州
国
あ
る
い
は
地
方

の
財
政
健
全
化
の
た

め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
日
本
人
で
さ
え
も
認
め

て
い
た
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
逆

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
附

属
地
華
商

に
と

っ
て
満
鉄
附
属
地

の
存
続
は
、
満
州
国
成
立
以
前
と

変
わ
ら
な

い
優
位
性
を
彼
ら
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
。

口

新
京
附
属
地
の
状
況

表
4

1
①

に
あ
る
よ
う
に
、

一
九
三

一
年
七
月
末
現
在

に
お
い

て
、
長
春
附
属
地
華
商
は
酒
税

・
錆
場
営
業
税

・
印
花
税

・
糧
石
営

業
附
加
税

を
中
国
側
当
局
に
納
付
し
て
い
た
。
酒
税

・
錆
場
営
業

税
、
お
よ
び
印
花
税
は
い
ず
れ
も
附
属
地
内

で
製
造
さ
れ
た
も
の
、

な
い
し
は
附
属
地
内
か
ら
附
属
地
外
に
搬
出
さ
れ
る
貨
物
に
対
し
て

課
さ
れ
て

い
た
。
と
く
に
錆
場
営
業
税

の
う
ち
の
雑
貨

・
綿
糸
布

・

果
実

に
課
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
「附
属
地
内
華
商

ハ
自
己
営

業
上

ノ
見
地

ヨ
リ
税
揖
局
ト
密
約
ヲ
結
ヒ

(中
略
)

一
定
金
額

ヲ
自

ム　
　

発
的

二
納
付
」
し
て
い
た
。
ま
た
、
地
方
掲

の
糧
石
営
業
附
加
税

は
、
す
で
に

一
九

一
一
年
当
時
か
ら
頭
道
溝

商
務
会

(附
属
地
商
務

会
)
の
包
税
に
よ

っ
て
、

つ
ま
り
頭
道
溝
商
務
会
が
附
属
地
内

の
糧

桟
か
ら
徴
収
し
て
、
長
春
城
内
の
営
業
税
公
所

へ
納
付
す
る
こ
と
と

ムお
　

な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
表
4
1
②

に
あ
る
よ
う
に
、

一
九
三
一二
年
に
お
い
て
も

新
京
附
属
地
華
商
は
酒
税
や
豆
油
に
課
せ
ら
れ
る
出
産
貨
税

(
一
九

三

一
年
当
時

の
紗
場
営
業
税
に
相
当
)
を
納
付
し
て
い
た
。

こ
れ
ら

の
税

は
や
は
り
附
属
地
か
ら
搬
出
さ
れ
る
製
造
品
に
課
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
附
属
地
華
商

は
販
売
の
円
滑
さ
を
保
証
す
る
た
め
、
自
発

的
に
納
付
し
て
い
た
。
ま
た
、
雑
貨
に
課
せ

ら
れ
る
営
業
税
も

一
九

三

一
年
の
錆
場
営
業
税
を
改
編
し
た
も
の
だ

が
、
同
様
に

「附
属
地

満
商

〔華
商
〕

ハ
自
己
営
業
上
ノ
見
地
ヨ
リ
税
掲
局
ト
密
契

ヲ
結
ヒ

如
上
不
当
課
税
免
除

ヲ
条
件

一二

定
金
額

ヲ
納
付

ス
ル
コ
ト
」
と

ムめ
　

な

っ
て
い
た
。

一
方
、

一
九
三

一
年
に
は
頭
道
溝
商
務
会

の
代
理
徴
収

に
よ
り
納

付
さ
れ
て
い
た
糧
石
営
業
附
加
税
は
、

一
九

三
三
年
に
は
ま

っ
た
く

納
税
さ
れ
な
く
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
頭
道
溝
商
務
会

は
も
は
や

糧
石
営
業
附
加
税

の
代
理
徴
収
を
行
わ
な
く
な

っ
て
い
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
日
本
側
外
務
当
局
の
意
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長

春
総
領
事
代
理
田
中
正

一
は
、
附
属
地
華
商

の
満
州
国
側
税
掲
納
税

支配の連続性 と断絶性2q



表4長 春(新 京)附 属 地 にお け る中国(満 州 国)側 課税状 況

①満州国成立以前(1931年7月)

税 種 税 目 課税物件 納税者 納期 納税方法

国省税

酒税 焼酎 醸造者 毎月一回 直接納付

錆場営業税
雑貨 ・綿糸布 ・果実 附属地売手華商 毎月一回 直接納付

豆油 油房 毎月一回 貨物運送人より直接納付

印花税 貨物送状・受領証・信用証 発行者 随時 印紙貼付納入

地方掲
糧石営業

附加税
大豆 ・小麦 ・雑穀 糧桟 随時

頭道溝商務会による代理

徴収

②満 州国成立以後(1933年7月)

税 種 税 目 課税物件 納入者 納入時期 納税方法

国省税

煙酒税 白酒 醸造者 毎月末 新京税掲局へ直接納付

出産貨税 豆油 生産者 随時 入市の際税揖分局に納付

営業税 雑貨 売主 毎月末 新京税指局へ直接納付

統税 麦粉 ・セメ ン ト・綿 糸布 輸入商 随時 新京税摘局へ直接納付

印花税 送 り状 ・受領証 作成者 随時 印花貼付納付

注:細 糧 とは、籾 ・白米 ・小豆 ・緑豆 ・陸稲 ・苑豆 を指す。

出所:① 満鉄地方部地方 課編 「昭和六年七 月末現在 附属地 二於 ケル中国官憲課税調』1931年 。

②満鉄地方部地 方課編 『昭和八年度 附属地二於 ケル満洲 国課税調』1933年 。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
満
州
国
成
立
後
も
満
鉄
附
属
地
は
存
在

満
州
事
変
後
の
附
属
地
華
商

問
題
に
対
し
、
「満
洲
国

ハ
我
方
行
政
権

ヲ
誠
実

二
尊
重
ス

ヘ
キ
責

任

ア
ル

一
方
我
方
ト
シ
テ

ハ
飽
迄
之
力
防
護

ノ
措
置
ヲ
講

ス
ル
ノ
必

要

ア
リ
」、

「実
際
問
題
ト
シ
テ
元
来
満
洲
国
側
地
方
税
局
力
税
局
収

入
上
ノ

一
方
的
見
地

ヨ
リ
附
属
地
内
華
商
ヲ
恒
常
課
税
ノ
対
象
ト
シ

テ
認
メ
、
之

二
対

シ
従
来
何
等
措
置

シ
来

レ
ル
ハ
根
本

二
於
テ
明
カ

ニ
失
当
タ
ル
ヲ
免

レ
ス
」
と
し
て
、
「商
務
会
其
他
類
似
ノ
華
商
団

体
等
力
附
属
地
内

二
於
テ
税
局
課
徴
事
務
ノ
代
行
ト
認
メ
ラ
ル
ル
行

ムリ
　

為

ヲ
ナ
ス
ヲ
許
サ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
新
京
附
属
地
に
お
い
て
は
糧
石
営
業
附
加
税
の

頭
道
溝
商
務
会
に
よ
る
包
税
廃
止
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
日
本
側
領

事

の
強
硬
な
姿
勢

の
た
め
華
商
の
満
州
国
側
税
揖
納
税
状
況
は
満
州

事
変
以
前

に
比

べ
て
そ
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。満

州
国
に
お
け
る
満
鉄
附
属
地
の
存
続
は
、
満
州
国
側
税
指
徴
収

に
際
し
て
、
同
じ
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
満
州
国
側
と
外
務
省
側

で
正
反
対
の
見
解
を
持
ち
、
対
立
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を

露
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
満
鉄
附
属
地
華
商
は
、
満
州
国
成
立
以

前
と
同
様

に
、
日
本
側
と
満
州
国
側
の
間
で
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ

る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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し
続
け
、

と
り
わ
け
満
州
国
側
税
摘

の
納
税
に
お
い
て
、
附
属
地
内

で
活
動
す

る
華
商
に
有
利
な
条
件
を
提
供
し
て
い
た
。
し
か
し
、
す

で
に
触
れ

た
よ
う
に
、
満
州
国
成
立
後
は
日
本
人

の
急
増
と

い
う
新

た
な
状
況

が
出
現
し
て
い
た
。

満
鉄
附
属
地
の
存
続
が
満
州
事
変
以
前
か
ら
の
連
続
性
を
示
し
た

も
の
だ
と

す
れ
ば
、
附
属
地
に
お
け
る
日
本
人
の
急
増
は
満
州
国
成

立
後

に
起

き
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
人

の
急
増
を
含

め
、
満
州

国
成
立
後

の
附
属
地
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
奉
天

・
新
京
両
附
属
地
に
お
い
て
、
附

属
地
華
商

を
取
り
巻
く
状
況
に
い
か
な
る
変
化
が
起
き
て
い
た
の
か

を
考
察
す
る
。

9

奉
天
附
属
地

表
5
は
満
州
国
成
立
後

の
奉
天
附
属
地
に
お
け
る
有
力
華
商
を
挙

げ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
表
6
は
満
州
国
成
立
以
前
と
以
後

の
奉
天

附
属
地
華

商
の
数
的
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て

奉
天
附
属
地
華
商

の
業
態
に
見
ら
れ
る
傾
向
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
表
5
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
満
州
国
成
立
後
の
奉
天
附

属
地
に
お

い
て
、
最

も
多
か

っ
た
の
は
練
房
や
綿
糸
布

・
人
造
絹

布
、
内
外
諸
雑
貨
を
扱
う
華
商
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は

奉
天
城
内

に
本
店

の
あ
る
商
店
で
あ
り
、
ま
た
わ
か
る
範
囲
で
は
そ

の
多
く
が

一
九

二
七
年
以
降
に
開
設
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

一
九
二
七
年

一
月
の
張
作
森
政
権
に
よ
る
輸
入
品
に
対
す
る
錆
場
税

徴
収
開
始
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
す
で
に
述

べ
た
と
お
り
、
中
国

側
税
掲
当
局
の
満
鉄
附
属
地
華
商
か
ら
の
徴
税
方
法
は
、
基
本
的
に

堵
徴
に
よ

っ
て
い
た
た
め
、
附
属
地
内

の
輸
入
に
携
わ
る
華
商

は
品

物
を
手
荷
物
あ
る
い
は
自
動
車

の
シ
ー
ト
下
に
隠
す
な
ど
し
て
附
属

ハ
　
　

地
境
界
を
通
過

し
、
脱
税
を
行

っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
輸
入
綿
糸

布

・
雑
貨
等
を
扱
う
華
商
に
と

っ
て
、
附
属
地
内

に
店
舗
を
構
え
る

こ
と
は
税
負
担
面
に
お
い
て
有
利
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
と
き
奉
天
附
属
地

に
進
出
し
た
華
商

の
多

く
が
、
満
州
国
期
に

な

っ
て
も
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
多
か

っ
た
の
は
、
貨
幣
取
引
を
行
う
両
替
商
で
あ

っ
た
。
奉

天
附
属
地
に
お
け
る
両
替
商

の
増
加
は
、

一
九

二
四
年
以
降
、
張
作

森
政
権
が
発
行
す
る
不
換
紙
幣

・
奉
天
票

の
暴
落
に
伴

い
、
張
政
権

が
公
定
相
場
で
の
取
引
を
強
制
す
る
た
め
に
両
替
商
を
弾
圧
し
た
こ

ム
ふ
　

と
に
由
来
す
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
奉
天
附
属
地

に
お
い
て
、

両
替
商
の
多
く
は

一
九
二
四
年
以
降
に
開
設
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
上
記
の
業
種
に
従
事
す
る
華
商

は
、
主

に
政
治
的
な
理

由

で
奉
天
附
属
地
に
来
た
も
の
が
多
か

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の

輸
入
や
金
融
に
関
わ
る
附
属
地
有
力
華
商
は
、
満
州
国
成
立
に
基
づ

く
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ

っ
て
、
次
第
に
そ

の
数
を
減
ら
し
て
い

た
。
表

6
で
そ
の
減
少
数
を
確
認
し

て
み

る
と
、
「練
房

(呉
服

商
)」

(括
弧
内

は

一
九
三
五
年
史
料
の
分
類
)

は

一
九
二
九
年
に

一

〇
戸
あ

っ
た
も

の
が
、

一
九

三
五
年

に
は

=
　
へ
と
激
減
し
て
い

る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
練
房

の
顧
客
は
も

と
も
と
張
政
権
関
係
者
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表5満 州国成立後における奉天附属地有力華商

商 号 業 種 代表者 開設年 住 所 備 考

同義合 練房 孫壽山 1919年 千代田通 城内同義合支店

恒祥久 綜房 杜壽山 1929年 青葉町 城内増襲鉦支店

新順昌 緑房 干永堂 1929年 青葉町
永禎祥 綿房 春日町 城内和襲永支店

東源布荘 綿糸布 ・人造絹糸 張善枕 1927年 千代田通 城内輿泰号支店

同慶号 綿糸布 ・人造絹糸 挑鳳起 1927年 千代田通 城内同増利支店

恒順西 綿糸布 ・人造絹糸 干幹庭 1929年 千代田通 城内恒興源締房支店

益豊商店 綿糸布 諏文斌 1928年 千代田通 城内裕泰盛縣房支店

聚記布荘 綿糸布 千代田通 城内正記布荘支店

満洲商店 綿糸布 奉天駅前

敦慶祥 内外諸雑貨 周玉亭 1912年 青葉町

春狡長 内外諸雑貨 1928年 城内春装長支店

志雲翔 内外諸雑貨 霞町 城内志雲翔支店

通聚隆商店 内外諸雑貨 城内徳聚和支店

隆記商店 内外諸雑貨 城内福隆順支店

裕輿商店 内外諸雑貨 城内徳興成支店

輿記布荘 内外諸雑貨 城内興盛東支店

賓誠号 両替商 韓振九 1917年 浪速通

興順長 両替商 馬程萬 1919年5月 千代田通

東記銀号 両替商 酵子麟 1924年5月 浪速通

阜豊銀号 両替商 張玉財 且924年8月 千代田通
裕順合 両替商 才儀亭 1925年3月 藤浪町

利盛東 両替商 1927年2月

長狡銀号 両替商 趙君堂 1927年 浪速通

永豊銀号 両替商 邊國瑞 ,;年3月 浪速通

永康銀号 両替商 王鎮中 1928年5月 加茂町

天元銀号 両替商 宋華封 1931年5月 千代田通

福昌源 両替商 1932年12月

同源當 質屋 李玉橿 満州事変前

天泰桟 旅館 劉解波 1911年10月 奉天駅前

天聚東 旅館 馬錫九 1912年2月 奉天駅前
亜洲旅館 旅館 董世徳 千代田通
福順桟 旅館 王介臣 1912年9月 若松町

茂林飯店 飲食店 董子衡 満州事変前 弥生町

公記飯店 飲食店 高魁五 満州事変前 千代田通

志城飯店 飲食店 邊保山 千代田通

洞庭春 飲食店 楊執中 千代田通
太平飯店 飲食店 李象乾 満州事変前 江島町
谷本煙公司 煙草製造 孫英橋 1931年10月 平安通
太陽煙公司 煙草製造 陳子和 1932年9月 稲葉通
福来煙公司 煙草製造 郭星五 弥生町
遠東煙公司 煙草製造 漏松聯 木曽町

福増湧 染色業 藏紫綬 1926年3月 千代田通

義盛興 食料品 ・缶詰類小売 丁書紳 1921年3月 浪速通
公輿気車行 自動車および附属品販売 ・修理 王勲佐 1923年3月 千代田通
泰来公司 貸家業・土地家屋仲買売買・撫順炭特約販売 孫源河 1925年8月 千代田通
恒昌徳 洋酒 ・缶詰 ・一般食料品 桀秀茂 1926年4月 浪速通 営口恒昌徳支店
老泰豊号 靴 ・帽子 ・化粧品 ・諸雑貨 ・食料品商 許承有 1926年5月 千代田通

徳昌行 機械附属品・雑貨 ・石油代理販売・漆塗料 干寛徳 1931年1月 千代田通

東源盛 小麦粉商 高岐山 千代田通

注:空 欄は不明のため。

出所:奉 天興信所編r第 二回満洲華商名録」且933年。矢野省三編 「満洲国職業別商工者名簿 昭和十年版」日満

商報社、1934年。奉天商工会議所編r奉 天商工月報」第356号(1935年5月15日)「 奉天に於ける各国煙草工場」
60-63頁 。奉天商工会議所編r奉 天商工月報」第376号(1937年1月15日)「 満人側商工業者の営業状態」61頁。
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表6奉 天附属地華商業種別戸数

業 種 商 戸 数
1929年 史料の分類 1935年 史料の分類 1929年 1935年

包子舗 ・面荘[麦 粉商]・鮮魚店 ・菜局[野 菜販売]
海味荘[海 産物販売]・切面荘 ・茶葉荘

食料品商
53(20.11.11.6

311)
72

糧米舗 米穀商 7 5

鮮果局 果実商 7 4

点心舗 菓子商 8 3

綜房 呉服商 10 1

綿布荘 綿織物商 25 17

綱椴荘 人絹商 3 2

洋服店 洋服商 2 12

京広貨店[中 国関内製品]・洋雑貨舗 和洋雑貨商 93(18・75) 1

鮭舗 ・皮鮭舗 靴 ・鞄商 9(54) 9

鐘表舗 時計商 4 2

金店 貴金属商 2 1

洋鉄舗 機械 12 一
五金行 金物商 1 7

磁器舗 陶磁器商 2 1

木舗 ・碑灰舗 ・油漆舗 建築材料商 16(13.2.1) 11

煤局[石 炭販売]・勢柴舗[薪 販売] 燃料商 7 5

自転車舗 自転車 ・自動車商 2 6

書舗 ・漿子舗[糊 販売] 書籍 ・文具商 2(11) 0

印刷局 印刷業 2 2

照像館 写真業 1 0

豚肉舗 ・牛肉舗 畜産品商 13(67) 1

煙草舗 煙草商 23 4

元酒舗 酒類商 2 2

洗衣局 洗濯業 4 12

転運公司 運送取扱業 2 3

銭舗 両替 ・株式業 57 38

当舗 金融業 26 22

旅館業 旅館業 11 18

飲食店業 飲食店業 27 58

料理店 料理店 12 11

理髪館 理髪業 8 4

操塘[浴 場] 湯屋業 i 2

信衣舗 古物商 i 7

染坊 染物業 1 5

行商 行商 699 728

破璃舗 一 5 一

成衣舗 一 8 一

皮抱舗 一 3 一

模型工廠 一 1 一

旅画舗 一 1
一

眼鏡公司 一 1 一
一 化粧品商 一 1

一 土産品商 一 i

一 家具商 一 1

一 鉄砲 ・火薬商 一 4

一 薬種商 一 t

一 印版製造業 一 10

一 鉄工業 一 2

一 その他(ブ リキ商 ・

ガ ラス商 等)
一 6

計 1,177 1,103

注:一 は共通する項 目がないことを示す。

出所:満 鉄r調 査時報』第9巻 第7号(1929年7月25日)「 奉天附属地 に於 ける中国人の現勢」152-158頁 。奉
天商工会議所編 『奉天商工月報』第361号(1935年10月15日)「 奉天附属地の商工業者概数」57-59頁 。
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や
大
官
な
ど
富
裕
層

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
事
変
後
、
関
内

へ

と
逃
避
し

て
し
ま

っ
た
。
ま
た
、
練
房

の
扱
う
商
品
は
編
子

(綱

子
)
や
綴

子
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
中
国
服
に
用
い
ら
れ
る
も

の
だ
っ
た
が
、
中
国
人

の
間
で
は
洋
服
の
着
用
が

一
般
的
と
な

っ
て

い
た
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
締
房
は
年
々
業
績
が
悪
化
し

ハ
　
　

て
い
た
。

そ
の
反
面
、
「洋
服
店

(洋
服
商
)
」
は
二
戸
か
ら

一
二
戸

へ
と
増
加

し
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
締
房
の
多
く
は
奉
天
城
内

に
本
店
を
有
す
る
商
店
で
あ

っ
た
が
、
業
績
の
悪
化
に
伴

い
、
附
属

地
支
店
を
引
き
揚
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
廃
業
し
た

か
、
洋
服
店

へ
と
業
種
を
変
更
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に

し
ろ
奉
天

附
属
地

の
締
房

は
満
州
国
成
立
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
そ
の

数
を
大
き
く
減
ら
し
て
い
た
。

ま
た
、

「銭
舗

(両
替

・
株
式
業
)」
と

「当
舗

(金
融
業
)
」
も

総
数
八
三
戸
か
ら
六
〇
戸

へ
と
減
少
し
て
い
る
。
満
州
国
成
立
後
は

満
州
国
幣

に
よ
る
幣
制
統

一
と
、
満
州
国
幣
と
金
票

(朝
鮮
銀
行

券
)
の
固
定
相
場
が
実
施
さ
れ
、
銭
荘
な
ど
金
融
業
者
の
営
業
は

一

般
の
党
換
業
務
に
限
ら
れ
、
空
売
買
な
ど
投
機
的
な
貨
幣
取
引
で
利

益
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
た
め
、
金
融
業
者
は
全
般
的

に
衰
退
傾
向
に
あ
り
、
奉
天
城
内

で
は

一
九
三
五
年

=

月
時
点
で

ム
　
　

六
〇
軒
が
閉
店

し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
影
響
は
附
属
地
内

の
金
融
業
者
に
も
及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
満
州
国
成
立
後
に
増
加
し
て
い
る
業
種
と
し
て
は
、
旅
館

と
飲
食
店

が
あ
る
。
奉
天
附
属
地
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
旅
館
や

飲
食
店
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
業
に
携
わ
る
華
商

が
多
か
っ
た
。
天
聚

東
や
天
泰
桟
は
か
な
り
早
く
か
ら
奉
天
附
属
地

に
お
い
て
営
業
し
て

お
り
、

い
ず
れ
も

一
九
二
一二
年

の
奉
天
南
満
姑

中
華
商
務
会

(附
属

地
商
務
会
)
の
設
立
時
か
ら
、
そ
の
代
表
者
が
役
員
に
名
を
連
ね
て

い
た
。
ま
た
、
茂
林
飯
店
と
公
記
飯
店
も
、
詳
細
な
開
設
年
月
は
わ

か
ら
な

い
が
、
や
は
り
代
表
者
が
南
満
帖
商
務

会
の
設
立
時

の
役
員

ハお
　

を
務
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
サ
ー
ビ
ス
業
は
、
満

州
国
期
に
お
け
る
奉

天
附
属
地

の
人
口
増
加

に
伴

っ
て
利
益
を
上
げ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。ま

た
、
表
6
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「面
荘
」
(麦
粉
商
)
も
満
州

国
期
の
奉
天
附
属
地
に
お
い
て

一
定
数
が
存
在

し
て
い
た
。

こ
れ
ら

麦
粉
商
の
正
確
な
開
業
年
月
は
不
明
だ
が
、
そ

の
多
く
は

「日
姑
内

〔附
属
地
内
〕
で
は
営
業
税
等

の
税
が
な
く
、

ま
た
交
通
が
便
利
な

ハ
ぶ
　

た
め
」、

一
九
三

一
年
に
相
次

い
で
開
設
さ
れ
た
も

の
だ
と
い
う
。

麦
粉
商
も
附
属
地
に
お
け
る
優
位
性
を
理
由
に
、
奉
天
附
属
地
内
に

店
舗
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
奉
天
附
属
地
に
お
い
て
は
、
前
述

の
よ
う
な
政
治
的
な
も

の
以
外
に
、
華
商
減
少

の
要
因
と
し
て
、
日
本
人

の
大
量
流
入
に
よ

ム
あ
　

る
地
価
高
騰
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
7
は
奉
天
附
属
地
の
地

価
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
最
高

で
四
〇
〇
円
で
、
最
も
低
廉
な
土
地

で
も
新
京
附
属
地
の
地
価
と
同
額

の
五
円
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
東

京
や
名
古
屋
な
ど
、
日
本

の
主
要
都
市

の
地
価

よ
り
も
高
く
な

っ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
資
本
金
な
い
し
は
私
財
の
少
な
い
華
商
お
よ
び
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表7奉 天附属地の地価(1坪 当たり)

住 所 地 価 住 所 地 価

春日町 200～400円 信濃町 ・新高 町 ・筑波町 ・

竹園町
5～20円

浪速通 40～120円

千代田通 40～100円 江島町 20～150円

平安通 30～90円 松島町 20～70円

青葉町 15～70円 橋立町 10～50円

藤浪町 40～70円 弥生町 20～50円

住吉町 50～80円 紅梅町 5～40円

琴平町 40～75円 若松町 10～20円

八幡町 30～60円 霞町 15～50円

富士町 30～65円 宮島町 20～50円

浅間町 20～35円 日吉町 20～40円

稲葉町 10～50円 他地域 ・他都市との比較

葵町 10～20円 奉天鉄西工業地区 3.96円

萩町 5～15円 新京附属地工業地帯 5円

加茂町 20～50円 新京国都建設局工業地帯 3.50円

宇治町 20～40円 東京都王子区(現 北区) 20～300円

淀町 ・木 曽町 15～35円 東京都蒲田区(現 大田区) 6～120円

隅田町 10～20円 名古屋中川運河一帯 17～100円

出所:奉 天商工会議所 編 『工業都市奉 天 昭和九年版 』1934年 、26-28頁 。

口

新
京
附
属
地

表

8
は
満
州
国
成
立
後

の
新
京
附
属
地
華

商
を
挙
げ
た
も

の
だ

が
、
新
京
附
属
地
華
商
は
奉
天
附
属
地
華
商

と
異
な
り
、
糧
桟
や
油

中
国
人
居
住
者
は
附
属
地
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

前
出

の
表

6
に
よ
れ
ば
、
全
体
的
な
附
属
地

の
華
商
数
は
減
少
傾

向
に
あ
る
。

一
九
三
五
年
に
お
い
て
二
九
戸
増
加
し
て
い
る
行
商
を

除
く
と
、
全
体
で
は

一
九
二
九
年
の
四
七
八
戸
か
ら

一
九
三
五
年
の

三
七
五
戸

へ
と

一
〇
三
戸
の
減
少
と
な

っ
て
い
る
。
特

に
顕
著
に
減

少
し
て
い
る
の
は
、
「京
広
貨
店

・
洋
雑
貨
舗

(和
洋
雑
貨
商
)
」
で

あ
る
。
両
史
料
は
分
類
が
異
な

っ
て
い
る
の
で
、
対
象
と
し
て
い
る

業
種
が
完
全
に

一
致
し
て
い
な

い
可
能
性
も
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
九
三
戸
か
ら

=
　
へ
と
極
端
に
減
少
し
て

い
る
。
こ
と
に
、
表
中

(
一
九
二
九
年
)

の

「洋
雑
貨
舗
」
七
五
戸

は
資
本
金
も
極
め
て
少

ムお
　

額

の
零
細
商
店

で
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、

一
〇
三
戸
の
減
少

し
た
華
商

の
う
ち
、
多
く
は
こ
れ
ら
の
洋
雑
貨
舗

で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ

の
う
ち
の
何
人
か
が
、
店
舗
を
持
た
な

い
行
商
に
転
じ
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
天
附
属
地
華
商
は
税
徴
収

の
問
題
や
政
治
的

な
要
因
、
さ
ら
に
は
日
本
人
の
急
増
な
ど
に
よ
り
、
増
加
と
減
少
を

繰
り
返
す
、
比
較
的
流
動
性

の
高

い
業
種
が
多

か
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
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表8満 州国成立後の新京附属地有力華商

商 号 代表者 業 種 開業年月 所在地 備 考

裕昌源 王荊山
糧桟

製粉業

1905年11月

1914年8月
東八條通

附属地外 ・益通銀行
附属地外 ・裕昌源焼鍋
ハルビン支店(製 粉業)

吉林支店(製 粉業)と 聯号関係

益装合 孫秀三
糧桟

油房 ・製粉業

1910年9月

1920年11月
住吉町 附属地外 ・益装銀行と聯号関係

玉茗桟 陳鵬挙 綿布 ・雑貨商 1924年 祝町
附属地外 ・玉茗魁G898年 長春南

大街に開設)と 聯号関係

東永茂 周景昌 糧桟 1906年3月 営口・東永茂 と聯号関係

天興福 部慎亭
糧桟

製粉業

1909年8月

1919年1月
東八條通 ハ ルビン ・天興 福 と聯号関係

福順厚 曲子源 製粉業 1929年1月 日出町 大連 ・福順厚 と聯号関係

洪獲源 買式如
糧桟

油房

1915年5月

1924年6月 高砂町

恒増利 冷蓉塘 糧桟 1919年 富士町 大連 ・恒増利と聯号関係

鎮元春 王子賓 糧桟 富士町

日新昌 劉國藩 糧桟 1936年7月 富士町 ハル ビン ・日新昌 と聯号関 係

裕昌盛 李傑勲 糧桟 1936年10月 三笠町 大連 ・裕昌元と聯号関係

洪{疫億 傅文選 油房 ・焼鍋 1922年7月 三笠町

積徳泉 孫尚臣 油房 1924年7月 富士町

廣合桟 玉済剛 油房 1930年7月 富士町

裕成湧 楊善如 油房 1931年4月 高砂町

賓聚和 常佐賢 油房 1931年8月 高砂町

東装合 萢子春 客桟 ・運送業 1908年9月

日升桟 楊久斎 客桟 ・運送業 1908年10月

同畿合 劉子麟 山海貨商 ・運送業 富士町

志遠永 張恵卿 山海貨商 ・運送業 日出町

興順増 干喜庭 雑貨商 1924年 日本橋通

福豊号 張聰五 雑貨商 1928年 日本橋通 ハル ビン ・福豊 号 と聯号関係

恒順昌 高平南 雑貨商 1932年 日本橋通 ハル ビン ・恒順 昌 と聯号関係

同興合 王瑞庭 雑貨商

中和号 王紹庭 麻袋販売 ・質業 富士町

和盛徳 孫中福 食料 ・雑貨商 1924年 日本橋通

注:空 欄 は不明のため。

出所:満 鉄地 方部地方 課編 『満鉄 沿線商 工要録』1917年 。 満鉄長 春地方 事務所編 『長春事情 』1932

年 、118-119頁 。新 京商工会議 所編 『新 京商工月報 』第54号(1937年5月)「 新京 に於 け る油坊工

業」8頁 、 「新京 に於 ける製粉 工場 」29-30頁 。 新京 商工 公会 編 『新 京商 工 月報』 第2巻 第6号

(1939年1月)「 新京市内 に於 ける有名商 号資本系統 に就 て」43-53頁 。
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房

(製
油

業
)、
製
粉
業
な
ど
、
東
北
特
産
物

に
特
化

し
た
業
種
が

多

い
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
満
州
事
変
以
前
か
ら
の
特

徴
で
あ
り
、
満
州
国
成
立
後
も
変
わ

っ
て
い
な
か
っ
た
。

新
京
附
属
地
華
商
が
携
わ
る
主
な
業
種
は
、
満
州
国
政
府
が
重
視

す
る
も
の
と
も

一
致
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
油
房
は
重
要
な
輸
出
産

品

で
あ
る
大
豆
油
と
大
豆
粕
を
生
産
す
る
産
業

で
あ

っ
た
た
め
、

一

ム
　
　

九
三
七
年

五
月
に

「重
要
産
業
統
制
法
」

の
適
用
を
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
大
豆

の
流
通
に
深
く
関
わ
る
糧
桟
も
、
満
州
国
政
府
が
重
視

す
る
業
種

で
あ

っ
た
。
満
州
国
政
府
は
大
豆

の
流
通
を
糧
桟
か
ら
切

り
離
し
、
直
接
統
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
交
易
市
場
の
設
置
、

ム
　
　

満
州
特
産
専
管
公
社
設
立
な
ど
を
行

っ
た
が
、

こ
の
こ
と
は
逆
に
糧

桟

の
存
在

が
満
州
国
に
お
い
て
い
か
に
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
か
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

新
京
に
お
い
て
、
満
州
国
成
立
後
に
大
き
く
発
展
し
た
の
は
製
粉

業

で
あ

っ
た
。
従
来
、
中
国
東
北
地
域
に
お
い
て
は
、

ハ
ル
ビ
ン
の

み
製
粉
業

が
盛
ん
で
あ
り
、
新
京
以
南

で
は
日
本
製
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
製
が
需
要
の
大
部
分
を
満
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、
満
州
国
は

「北
麦
南

綿
」
政
策
を
採
用
し
、
原
料
と
し
て
の
小
麦
お
よ
び
小
麦

粉

の
自
給
自
足
を
企
図
し
、
ま
ず

一
九
三
四
年

=

月
に
満
州
国
の

製
粉
業
保
護
の
た
め
、
輸
入
小
麦
粉
に

つ
い
て
の
関
税
改
正
を
行

っ

た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
政
策
面

の
保
護

に
加
え
、
前
述

の
中
東
鉄
道

買
収
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た

ハ
ル
ビ

ン
製
粉
業
保
護
の

た
め
の
運
賃
政
策

(
ハ
ル
ビ
ン
ー
新
京
間
の
北
上
小
麦
に
対
す
る
割

引
運
賃
)
が
撤
廃
さ
れ
、
原
料
と
し
て
の
小
麦

の
新
京
集
散
量
が
大

幅
に
増
加
し
た
こ
と
も
新
京

に
お
け
る
製
粉
業
発
展

の
要
因
と
し
て

ム
　
　

挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に

一
九
三
七
年
五
月
に
は
小
麦
粉
が

「重
要
産

業
統
制
法
」
の
適
用
を
受
け
る
な
ど
、
満
州
国
政
府

は
糧
食
と
し
て

ム
み
　

の
小
麦
粉
増
産
を
重
視
し
て
い
た
。

新
京
附
属
地
に
お
い
て
、
華
商
が
経
営
し
て

い
た
製
粉
工
場
は
、

裕
昌
源

・
益
獲
合

・
天
興
福

・
福
順
厚

の
四
工
場

で
あ

っ
た
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
特
に
有
力
だ

っ
た
の
は
裕
昌
源
と
益
畿
合
で
あ
る
。
裕

昌
源
を
経
営
す
る
王
荊
山
は
、
満
鉄
に
よ
る
長
春
附
属
地
開
設
当
初

か
ら
長
春

に
お
い
て
糧
桟
を
経
営
し
、
そ
の
後

一
九

一
四
年
に
附
属

地
に
お
い
て
製
粉
会
社
を
開
設
し
、
そ
れ
以
外

に
も
長
春
城
内

で
益

通
銀
行
を
経
営
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
附
属
地
商
務
会
役
員
を
務
め

ム　
　

る
な
ど
、
長
春
有
数

の
有
力
華
商
と
な

っ
て

い
た
。
ま
た
、

一
九
二

九
年
に

ハ
ル
ビ
ン
、

一
九
三
五
年
に
は
吉
林
に
そ
れ
ぞ
れ
支
店

(製

粉
業
)
を
開
設
し
、

一
九
三
五
年
に
は
特
産
物
出
回
期

の
資
金
需
要

を
見
越
し
て
奉
天
に
進
出
し
、
貸
付
業
務
を
開
始
す
る
な
ど
、
新
京

ハ
　
　

に
止
ま
ら
な

い
経
済
活
動
を
行

っ
て
い
た
。

益
畿
合
も
開
設
当
初
か
ら
長
春
附
属
地
に
お

い
て
活
動
し
て
い
た

商
店
で
あ
り
、
糧
桟

・
油
房

・
製
粉
業
を
営
み
、
長
春
城
内
に
は
益

ム
　
　

獲
銀
行
も
経
営
し
て
い
た
。
益
獲
銀
行
も

一
九
三
五
年

に
奉
天
に
進

ム
　
　

出
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
は
新
京
に
止
ま
ら
な
か

っ
た
。
な
お
、
益

獲
合

の
代
表
者
孫
秀
三
は
財
東

(資
本
主
)

で
は
な
く
、
経
理

(支

配
人
)
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
頭
道
溝
商
務
会
や
城
内
総
商
会

の

支配の連続性 と断絶性37



ハ
ゆ
　

役
員
を
務

め
る
な
ど
、
名

の
知
れ
た
華
商
で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う
に
、
新
京
附
属
地
華
商
は
奉
天
附
属
地
華
商
と
は
異

な
り
、
主
要
な
業
種

の
流
動
性
が
少
な
く
、
ま
た
附
属
地
外
や
そ
の

他
の
都
市

と
の
間
に
聯
号
関
係
を
有
す
る
な
ど
、
比
較
的
資
金
力
の

あ
る
華
商

が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
裕
昌
源

・
益
獲
合
の
よ
う
に
、
そ

の
活
動
は
附
属
地
内
外
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
特
徴

は
、
満
州
国
成
立
以
前

の
長
春
附
属
地
華
商
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で

ム
　
　

あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
新
京
附
属
地
華
商
の
構
成
は
、
満
州
国
成
立
以

前
と
以
後

で
大
き
な
変
動

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日

満
鉄
附
属
地
行
政
権
の
移
譲
と
商
工
公
会
の
設
立

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
独
立
国
家
を
謳
う
満
州
国
に
お

い
て
、
日
本
の
行
政
権
が
行
使
さ
れ
る
満
鉄
附
属
地
が
存
在
し
続
け

る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
と
な

っ
て
い
た

が
、

一
九
三
七
年

一
一
月
五
日
に

「満
洲
国
に
於
け
る
治
外
法
権

の

撤
廃
及
南
満
洲
鉄
道
附
属
地
行
政
権

の
移
譲

に
関
す
る
日
本
国
満
洲

国
間
条
約
」
が
公
布
さ
れ
、
矛
盾

の
象
徴

で
あ

っ
た
満
鉄
附
属
地
が

バ
　
　

消
滅
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
奉
天
附
属
地
に
お
い
て
は

「満
人
側
綿
糸

布
商
、
和
洋
雑
貨
商
、
金
物
商
等

の
輸
出
入
貿
易
の
大
手
筋
は
従
来

税
金
其
の
他
営
業
上

の
特
殊
利
便
関
係
か
ら
附
属
地
に
店
舗
を
設
け

る
も
の
が
多
く
本
店
或

は
支
店
を
設
置
し
て
い
た
が
、

一
面
家
賃
其

の
他
経
費

は
城
内
に
於
け
る
よ
り
倍
額
以
上
の
経
費
を
要
し
、
且
販

売
の
点
か
ら
見
れ
ば
人
口
稠
密
の
城
内
の
方
が
有
利
で
あ
る
た
め
最

近
愈
々
治
外
法
権
撤
廃
と
附
属
地
の
行
政
権
移
譲
の
運
び
と
な
る
に

及
び
附
属
地
に
於
け
る
特
殊
条
件
の
消
滅
を
見
越
し
既
に
城
内
に
移

ハ
ゲ

　

転
を
開
始
せ
る
も

の
が
続
出
す
る
状
態
」
と

な

っ
て
い
た
。

つ
ま

り
、
奉
天
附
属
地
華
商

の
減
少
傾
向

は
、

よ
り
加
速
す
る
こ
と
に

な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
満
鉄
附
属
地
行
政
権

の
満
州
国

へ
の
移
譲
が
完
了
す
る

と
、
そ
の
後
に
は
日
本
人

・
中
国
人
、
そ
し

て
満
鉄
附
属
地
華
商
が

そ
れ
ぞ
れ
組
織
し
て
い
る
商
業
団
体

の
統
合

が
問
題
と
な
り
始
め

た
。
そ
れ
は
、
日
中
戦
争
開
戦
後

の
物
資

の
窮

乏
に
伴
う
、
満
州
国

に
お
け
る
統
制
強
化
の
動
き
と
連
動
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

一
九
三

七
年

一
二
月

一
日
に
公
布
さ
れ
た

「商
工
公
会

法
」
に
よ
り
、
日
本

人
側
と
中
国
人
側
の
商
業
団
体
を
統
合
し
て
商

工
公
会
が
組
織
さ
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
。
同
法
第
八
条

で
は
、
「主
管
部
大
臣
商
工
業

の

助
長
又
は
統
制
上
必
要
あ
り
と
認
む
る
と
き

は
商
工
公
会

の
地
区
内

の
商
工
業
者
に
対
し
商
工
公
会
の
定
め
た
る
営

業
条
件
に
従
う
べ
き

バが
　

こ
と
を
命
ず

る
こ
と
を
得
」
と
あ
る
よ
う
に
、
商
業
団
体
を
統

一

し
、
上
か
ら
の
管
理
を
し
や
す
く
す
る
こ
と

が
目
的
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
商
業
団
体
の
商
工
公
会

へ
の
再
編

過
程
で
重
要
な
こ
と

は
、
ま
ず
同
法
第

一
七
条
に
お
い
て

「参
事
総
会

は
主
管
部
大
臣
の

選
任
し
た
る
参
事
及
詮
衝
委
員
に
於

い
て
選
定

し
た
る
参
事
を
以
て

之
を
組
織
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
参
事
と
は
商
工

公
会

の
幹
部
役
員
の
名
称
だ
が
、
商
会

(中
国
側
商
業
団
体
)
や
附
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属
地
商
務
会

で
行
わ
れ
て
き
た
公
選
制
で
は
な
く
、
任
免
制
が
採
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
第
二
四
条

で
は

「商
工
公
会

の
職

員
は
主
管

部
大
臣
之
を
任
免
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
職
員
と
は
会

長

・
副
会
長

・
理
事
、

つ
ま
り
執
行
委
員
を
指
す
が
、
こ
れ
も
す
べ

ムゆ
　

て
任
免
制

と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
商
工
公
会
役
員

の
選
出
に
お
い
て
、
満
州
国
側
す

な
わ
ち
日
本
側
の
意
向

が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
奉
天
と
新
京
の
商
工
公
会

に
つ
い
て
、
中

国
人

の
役

員
の
み
を
抽
出
し
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
選
出
さ
れ
て
い

ム
ね
　

る
の
か
に

つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

表
9
は
奉
天
商
工
公
会
に
お
け
る
中
国
人
役
員
を
挙
げ
た
も
の
だ

が
、
ま
ず

言
え
る
こ
と
は
、
奉
天
附
属
地
華
商
が
ほ
と
ん
ど
選
ぼ
れ

て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
唯

一
選
ば
れ
て
い
る
の
は
奉
天
南

満
姑
中
華

商
務
会
副
会
長

の
藏
紫
綬

(福
増
湧
染
房
)
で
あ
る
が
、

彼

一
人
が
附
属
地
華
商
全
体

の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
統
制
強
化
に
お
い
て
奉
天
附
属
地
に
は
日
本

側
が
重
要
と
考
え
る
業
種
に
従
事
す
る
華
商
が
少
な
か

っ
た
、
あ
る

い
は
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
特
徴
的
な

こ
と
は
、
主
要
な
業
種

の
同
業
者
団
体

で
あ

る
同
業
公
会
代
表
が
多
く
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
奉
天
に

お
い
て
は
、
古
く
か
ら
同
業
者
団
体

の
結
束
が
強
く
、
清
末
期
に
清

朝
の
指
示

で
商
会
が
組
織
さ
れ
、
奉
天
の
商
工
業
者
が
商
会

の
管
理

下
に
置
か
れ
よ
う
と
す
る
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
が
あ

っ
た
。
そ
の

後
、
張
作
森

・
張
学
良
政
権
下

で
商
会

の
権

力
強
化
が
図
ら
れ
た

が
、
有
力
な
業
種
を
代
表
す
る
同
業
公
会
か
ら
商
会
役
員
が
多
数
選

ムの
　

出
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
満
州
国
期
の

一
九
三

ムお
　

四
年
に
お
い
て
も
五
五
の
同
業
公
会
が
存
在
し

て
い
た
。
日
本
側
は

同
業
公
会
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
奉
天
に
お
け

る
統
制
強
化
を
実
行

し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
表
10
は
新
京
商
工
公
会
の
中
国
人
役
員
を
挙
げ
た
も
の
だ

が
、
こ
ち
ら
は
奉
天
の
場
合
と
異
な
り
、
附
属
地
華
商
、
あ
る
い
は

附
属
地
華
商
と
関
係
す
る
商
店

の
代
表
が
多
く
選
ぼ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
新
京
附
属
地
の
場
合
、
日
本
側

が
重
要
と
考
え
る
業

種
、
す
な
わ
ち
糧
桟

・
製
粉
業

・
製
油
業
に
携

わ
る
華
商
が
多
か
っ

ム
お
　

た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ぼ
、
裕
昌
源
と
益
獲
合

は
、
前
述
の
と
お
り
糧
桟

・
製
粉
業

・
油
房
業

を
営
む
新
京
附
属
地

の
最
有
力
華
商

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
金
融
部
門
を
担
う
益
通
銀
行

と
益
獲
銀
行
も
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
副
会
長
に
は
裕
昌
源

の
王
荊
山
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。
会
長
の
丁
鑑
脩

は
満
州
国
政
府
の

大
臣
経
験
が
あ
る
な
ど
、
政
治
的
な
理
由
で
選
ば
れ
た
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
中
国
人
商
工
業
者

の
実
質
的
な
代
表

は
王
荊
山

で
あ
り
、

附
属
地
華
商
が
新
京
商
工
公
会
で
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た

と
言
え
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
商
工
公
会

の
組
織
に
あ
た

っ
て
も
、
奉
天

・
新

京
両
附
属
地
に
お
け
る
華
商
の
性
質

の
違

い
は
影
響
し
て
お
り
、
商

工
公
会

の
役
員
構
成
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
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表9奉 天商工公会中国人役員(1938年5月)

職 別 氏 名 商 号 業 種 住 所 備 考

副会長 方燈恩 奉天商工銀行董事 銀行 大東門内 奉天市商会会長

副会長 陳維則 奉天紡紗廠董事長 大東門内
奉天涯業銀行董事、営口総

商会副会長

常務
理事

劉業漢 大東関
奉天市商会理事、涼城 ・楽

亭・懐柔・臨城各県知事歴任

理事 張保先
奉天恵臨火柴公司

董事長
マ ッチ製造会社 南関

奉天市商会会董、奉天四先
貿易建築公司総経理

理事 曹主堂 天徳信 洋紙 ・文 具商 鼓楼北 奉天市商会会董

理事 輩天民 奉天志城銀行経理 銀行 大北関 奉天市商会会董

理事 湯富春 藩陽銀行経理 銀行 小南関

参事 梁素文 小南門内 前奉天実業庁長

参事 李福堂 老福順堂 薬業 大南関
漢薬同業公会主席、奉天市

商会副会長

参事 喬壷卿 恒稜成 雑貨卸業 小西門内
批発雑貨同業公会主席、奉

天市商会副会長

参事 張茂春 福勝公 糧桟 大北関
糧業同業公会主席、奉天市

商会会董

参事 王恒安 葦華新金店 貴金属販売業 小北関 金店業組合長、奉天市商会会董

参事 王筏為 福記煤局 燃料販売業 小北関
煤炭同業公会主席、奉天市

商会会董

参事 劉子卿 興順湧染房 染色業 大西辺門内
染業同業公会主席、奉天市
商会会董

参事 孫耀西 裕順和 山貨業 小北門外 山貨店同業公会主席

参事 斎子榮 m和 麺荘 食料品販売業 十間房 雑貨同業公会主席

参事 藏紫綬 福増湧染房 染色業 千代田通 奉天南満姑中華商務会副会長

参事 張澄臣 世合公銀行 銀行 大南門内 全国当業聯合会会長

参事 陳世春 四恒当 質業 商埠地 日満実業協会員

参事 王緯文 吉順練房 洋品雑貨店 城内中街

参事 程漢卿 洪順茂 衣服材料販売業 鼓楼

参事 王輔臣 中原商場 雑貨業 城内小南門内

参事 景介三 恵臨火柴公司 マ ッチ製造業 小南関

参事 劉錫九 奉天商業銀行 銀行 大西門内

参事 翁間卿 奉天商工銀行 銀行 城内軍署街

参事 王化宣 大興公司 質業 大南関

参事 徐景康 興奉鉄工廠 鉄工業 小南嵐

参事 李華亭 肇新窯業公司 窯業 奉天城北二台子

参事 張為先 四先土木建築公司 建築業 大南関

注:空 欄 は不明のため。

出所:奉 天商工公 会編 『康徳五 年 業績報告書 』1939年 、51-53頁 。 「奉天省 内商工公 会役員名簿 送付

ノ件 」1938年6月17日 奉天総領 事加藤傳次郎 よ り在満洲国特命 全権 大使植 田謙 吉宛(JACARRef.

BO8061545900・270-271)0
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表10新 京商工公会中国人役員(1938年4月)

職 別 氏 名 商 号 業 種 住 所 備 考

会長 丁鑑脩 満洲電業株式会社 電力業 大同大街康徳会館内 前満州国交通部大臣

副会長 王荊山 裕昌源株式会社 糧桟 ・製粉業 附属地日出町 新京市商会会長

常務

理事
孫化南 附属地日出町 頭道溝商務会坐辮

理事 史換亭 工商業職工担保会 西三道街 新京市商会副会長

理事 王子衡 益襲銀行 銀行 西三道街 新京市商会副会長

理事 劉名遠 振興合商場 綿布 ・雑貨商 大馬路 綱椴雑貨同業公会会員

参事 田芝年 益通銀行 銀行 西四馬路 新京市商会常務委員

参事 陳錫三 玉茗魁 綿布 ・雑貨商 南大街 綱椴雑貨同業公会総董

参事 李興國 泰畿合 綿布 ・雑貨商 大馬路 綱椴雑貨同業公会副董

参事 許恩芳 天賓金店 貴金属商 三馬路 金店同業公会総董

参事 楊連芳 泰和成
石鹸 ・蝋燭 ・化粧

品商
西三道街

膜燭花粧品同業公会総

董

参事 李燈林 集升斎 靴 ・帽子商 西四馬路 鮭帽同業公会総董

参事 孫占窯 新豊久 煙草 ・小麦粉商 南大街 煙簾麺同業公会副董

参事 秦慶芝 義和謙 薬種商 臨河二道街 薬商同業公会組合長

参事 段馨五 益畿合 糧 桟・油房 ・製粉業 附属地住吉町

参事 劉子麟 同畿合 山海貨商 ・運送業 附属地富士町

参事 孫尚臣 積得泉 油房 附属地富士町

参事 王紹庭 中和号 麻袋販売 ・質業 附属地富士町

参事 李國安 原成公司 附属地東五條通

参事 金道根 日隆号 附属地三笠町

参事 恵子厚 功成銀行 銀行 南大街

参事 鐘銃 満洲採金株式会社 鉱業 大同大街康徳会館内

参事 王蕎儒
満洲鉱業開発

株式会社
鉱業 大同大街

注:空 欄は不明の ため。

出所:「 新 京商工公会 設立 二関スル件」1938年5月3日 在 新京総領 事代理柴 崎 白尾 よ り在満州 国特命

全権 大使植田謙吉宛(JACARRef.BO8061539700・26Q-263)。 『満 洲報』関連記事 ・広告記事等。
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お
わ
り
に

満
州
国

に
お
い
て
は
、
物
資
の
流
通
や
価
格

の
統
制
強
化
を
目
的

と
し
て
、
中
国
人
商
工
業
者

の
掌
握

の
必
要
性
を
感
じ
、
商
工
公
会

を
設
立
し
た
が
、
日
中
戦
争

の
長
期
化
と
太
平
洋
戦
争
の
開
戦
に
よ

り
、
物
資

の
窮
乏
は
深
刻
化

の

一
途
を
辿

っ
た
。
そ
し
て
、
結
果
的

に
闇
市
場
が
拡
大
し
、
公
定
価
格
の
何
倍
も
の
価
格

で
物
資
が
取
引

さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
。
闇
経
済
に
は
中
国
人
商
工
業
者
が
関
与
し

て
い
た

こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
中
国
人
が
ど

の
よ
う

な
方
法
で
関
与

し
て
い
た
か
は
、
史
料
面

で
の
制
約
も
多

く
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
あ

く
ま
で
附
属
地
華
商
研
究

の
視
点
か
ら
、
今
後

の
展
望
を
提
示
し
て

結
論

に
代

え
た
い
。

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
奉
天
商
工
公
会

の
役
員
に
選
出
さ
れ
た
方

恩
燈

(副
会
長
)
・
陳
維
則

(副
会
長
)
・
輩
天
民

(理
事
)
の
三
人

は
、
日
本
側

の
影
響
力

で
設
立
さ
れ
た
商
工
公
会

の
主
要
な
地
位
に

あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
秘
密
裏
に
東
北
抗
日
組
織

に
資
金
援
助
を

ム
ふ
　

し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
奉
天
商
工
公
会

に
お
い
て
中
国
人
側
の
指
導

的
立
場
に

い
た
人
々
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
人

の
思
想
的
背
景
か
ら

見
て
、
奉
天
商
工
公
会

の
対
日
協
力
姿
勢
が
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は

な
か

っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
新
京
商
工
公
会
で
副
会
長
を
務

め
た
王
荊
山
は
、

い
わ
ゆ

る

「親
日
的
」
な
人
物

で
あ

っ
た
。
王
荊
山

は
新
京
商
工
公
会
副
会

長
と
な
る
前
、
日
満
実
業
協
会
常
務
理
事
に
就
任
し
て
い
る
。
日
満

実
業
協
会
と
は
、
王
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぼ
、
「日
満
両
国

の
経
済
提
携
を
促
進
し
満
洲
国
経
済
建
設
に
協
力
し
、
両
国

の
共
存

共
栄
を
図
る
崇
高
な
る
目
的
を
遂
行
せ
ん
が
為
め

(中
略
)
日
満
両

国

屈
指

な

る
実
業

家
多

数
糾
合

し

て
」

設
立

さ
れ

た
も

の
で

ム
お
　

あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
王
荊
山
は
き
わ
め
て
日
本
側
に
近
い
立
場
に
い

た
中
国
人

で
あ

っ
た
。

満
州
国
は
日
本
の
敗
戦
と
と
も
に
消
滅
し
、
そ
の
後

の
王
は
満
州

国
期
の
そ
う
し
た
政
治
的
態
度

の
た
め
に
、
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
る

こ
と
と
な
る
。
満
州
国
消
滅
後

の
王
は
、
ま
ず

一
九
四
五
年

一
一
月

に
ソ
連
軍
に
捕
ま
り
訊
問
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
は
罪
に
問
わ
れ
る

こ
と
な
く
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
翌

一
九
四
六
年

一
月
に
は

ハ
ル
ビ
ン

に
逃
れ
る
が
、
同
年
八
月
再
び
長
春
に
戻
り
、
国
民
党
占
領
時
期
に

は
娘

の
家
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
と

い
う
。
し
か
し
、

一
九

五

一
年
四
月
二
六
日
に
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
翌

一
九

五
二
年
三
月
二
九
日
に

「漢
妊
叛
国
」
の
罪
状

で
、
長
春
に
お
い
て

ム
め
　

処
刑
さ
れ
て
い
る
。
王
荊
山
は
対
日
協
力
者

(coll
ab
o
rator)
と
見

な
さ
れ
、
満
州
国
が
消
滅
し
て
か
ら
か
な
り

の
時
間
が
経

っ
て
の

ち
、
同
じ
中
国
人
の
手
で
命
を
落
と
す
こ
と

と
な

っ
た
。

奉
天
商
業
界

の
中
国
人
有
力
者
が
日
本
側

に
必
ず
し
も
協
力
的
で

は
な
か

っ
た

の
に
対
し
、
新
京
に
お
け
る
最
有
力
華
商
で
あ
っ
た
王

荊
山
は
積
極
的
に
日
本

の
支
配
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
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た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
王
が
満
鉄
附
属
地
の
発
展
と
と
も
に
成

長
し
て
き
た
商
人
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
附
属
地
に
お
け
る
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
の
中
で
、
満
州
国
成
立
以
前
か
ら
日
本
人
と
の
折
衝
に

慣
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
王
荊
山
は
、
満
州

事
変
以
前
か
ら
満
州
国
成
立
以
後

へ
と
つ
な
が
る
日
本

の
支
配
の
連

続
性
を
体
現
す
る
存
在

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た

「親
日
的
」
華
商

の
存
在

の
有
無

は
、
満
州
国
期
に
お

け
る
中
国
人
社
会

に
対
す
る
日
本
の
支
配

の
浸
透
に
、

い
か
な
る
影

響
を
与
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
統
制
が
強
化
さ
れ
る

一
九

三
八
年
以
降
の
満
州
国
経
済
、

こ
と
に
闇
経
済

の
展
開
に
お
い
て
、

そ
れ
ら

「親
日
的
」
華
商

の
存
在

の
有
無
は
い
か
な
る
意
味
を
持

っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
事
実
に
関
わ
る
実
証
的
研
究
に
つ

い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

注〈1
>

拙
稿

「満
鉄
附
属
地
居
住
華
商
に
対
す
る
中
国
側
税
指
課
税
問

題
」
『中
国
研
究
月
報
』
六
九

一
号
、
二
〇
〇
五
年
、
九
月
。

〈2
>

満
州
事
変
後
に
お
け
る
各
行
政
機
関
分
立
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
馬
場
明

「対

〈満
〉
行
政
機
関
統

一
問
題
」
(『
日
中
関
係
と
外

政
機
構

の
研
究

大
正

・
昭
和
期
』
原
書
房
、

一
九
八
三
年
、
第

八
章
)
を
参
照
。

〈3
>

越
沢
明

『満
洲
国
の
首
都
計
画
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
二
〇

〇

二
年

、

一

一
八

-

一

一
九
頁

。

〈
4
>

同

右
書

、

一
六

三
頁

。

〈
5
>

吉

会
鉄
道

と

は
吉
林

と
朝

鮮

半
島

の
会

寧
を
結

ぶ
鉄

道

を
意

味

す

る
が
、
実
際

に
は

こ

の
路
線

は
実
現

せ
ず

、
吉
林

か

ら
図

椚
を

経

由

し

て
羅
津

に
至

る
路
線

が

一
九

三
五

年

一
〇
月

に
全
通

し
た
。

し

か
し
、

当
時

は
新
京

と
朝

鮮
半

島

を
結

ぶ
鉄

道
と

い
う
意

味

で
象

徴

的

に
用

い
ら

れ

て

い
た

(な

お
、

吉
会

鉄
道

の
敷
設

過

程
と

そ

の
政

治

的
意
味

に

つ
い
て

は
、

芳

沢
研

一

『
環

日
本
海
地

域
社

会

の
変
容

「満

蒙
」
・
「間

島
」

と

「裏

日
本

」
』
青

木
書
店

、

二
〇

〇
〇
年

、

第

八
章

・
第

一
〇
章

を
参

照
)
。

し

か
し
、
少

な

く
と

も
経
済

的

な
面

か

ら
言
え
ば

、
京

図
線

の
敷

設

は
、
従

来
新

京
経

由

で
大
連

へ
移
送

さ

れ

て
い
た
大

豆

が
朝

鮮

半

島

経
由

へ
流

れ

る
結
果

と
な

り
、

新
京

の
集

散
地

と

し
て

の
機

能

は

低

下
す

る

こ
と
と

な

っ
た

(
塚
瀬

進

『
中
国

近
代
東

北

経
済
史

研

究

鉄
道

敷
設

と

中
国
東

北
経

済

の
変

化
』

東
方
書

店

、

一
九
九

三

年

、

一
〇
五
頁

)
。

〈
6
>

満

州
国
期

に
お
け

る
中
東

鉄

道

買
収
問

題

に

つ
い
て
は
、
寺

山

恭

輔

「
ス
タ

ー

リ

ン
と
中

東

鉄

道

売

却

」

(
江
夏

由

樹

・
中

見

立

夫

・
西
村

茂
雄

・
山
本
有

造
編

『
近
代

中

国
東
北

地
域

史
研
究

の
新

視

覚
』

山
川
出

版
社

、

二
〇

〇
五

年

)
が
、

ソ
ビ

エ
ト
側

の
視
点

か

ら
交
渉

過
程

を
詳
細

に
分

析

し

て

い
る
。

〈
7
>

越

沢
、
前

掲

書
、

一
四
〇
頁

。

〈
8
>

西

澤
泰
彦

「
「満
洲

国
」

の
建
設

事
業

」
山

本
有

造
編

『
「満

洲

国
」

の
研
究

』
京

都
大
学

人

文
科

学

研
究

所
、

一
九
九

三
年

、

四
〇

九

頁
。
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〈
9
>

奉
天

商

工
会
議

所
編

『奉

天
商

工
月

報
』

第

三
五

五
号

(
一
九

三

四
年

四
月

一
五

日
)

「鉄
西

工
業
地

区

の
現
状

」

一
四
頁
。

〈
10
>

塚
瀬

、
前

掲
書

、

四

一
-

四
二
頁
。

〈
11
>

練
房

と

は
綿
糸

布

や
絹
製

品
な

ど

を
扱

う
百
貨

店

の
よ
う

な
商

店

で
あ

る
。

小

売

販

売

だ

け

で
な

く
、

輸

入

や

卸

売

も

行

っ
て

い

た
。

本

全
権

大
使

武
藤

信

義

宛

タ

i

)

〈
20

>
楡

税
」
。

〈
21

>

『
奉

天
商

工

月

報

』

第

三

二
六
号

日

)

「厳

重

取
締

開

始

」

二
六
頁
。

〈
12

>

『
奉

天
商

工
月

報

』
第

三

二
六

号

(
一
九

三

二
年

=

月

一
五

「支

那
品
密

輸

入
増

加
」

一
四
三
頁
。

日
)

『
奉

天

商

工

月

報

』
第

三

二
八

号

(
一
九

三

三

年

一
月

一
五

C
　
>

「満
人

締
房

の
密
輸

」

一
五
〇
頁

。

日
)

〈
14

>

『
奉

天

商

工

月

報

』

第

三

四

八

号

(
一
九

三

四
年

九

月

一
五

「密

輸

業
者

を

発

見
」

一
六
九
頁

。

日
)

〈
15

>

前

掲
拙

稿

「満

鉄

附
属

地
居
住

華
商

に
対

す

る
中

国
側

税
掲

課

税

問
題

」

三
〇

1
三

二
頁
。

〈
16

>

同
右
論

文

、

二

八

-
二
九
頁
。

〈
17

>

同
右
論

文

、

三

ニ

ー
三
八
頁
。

〈
18

>

『
奉

天
商

工
月

報

』
第

三

二
六

号

(
一
九

三

二
年

=

月

一
五

日
)

「附
属

地

の
糧

穀

脱
税
者

取
締

」

三
〇
頁

。

〈
19

>

一
九

三

三
年

一
月
九

日
外
交
部

総
長

謝
介

石

よ
り
在

満

州
国

日

(J

A
C

A
R

(
ア
ジ

ア
歴
史

資

料

セ

ン

R
ef.
B
O
°。
O
ひ
O
己

謡
O
O
・
画
像

番

号

い
ド
)
。

『
満

洲
報

』

一
九

三

二
年

七

月

二
日

「税
指

局
筋

所
属

査

華

商

(
一
九

三

二
年

=

月

一
五

〈
22
>

塚

瀬

進

「満

洲

国

社

会

へ
の
日

本

統

治
力

の
浸

透

」

姫

田

光

義

・
山

田
辰
雄

編

『
中

国

の
地
域

政
権

と

日
本

の
統
治

』
慶

磨
義

塾

大
学

出
版

会

、

二
〇

〇

六
年

、

一
二
一二
頁
。

〈
23
>

「
附
属

地
搬

出

商

品

二
対

ス

ル
内

地

税
課

徴

二
関

ス

ル
件

」

一

九

三

二
年

=

月

二
日

在
奉

天
総

領
事

代
理
中

野
高

一
よ
り

在
満
帝

国
特

派
全

権
-}G
使
武

藤

i1??II
義

宛

(R
e
f.
B
0
8
0
6
0
7
2
2
6
0
0
.
7
1
)
°

〈
24
>

満
鉄

地

方
部

地

方

課

編

『
昭

和
六

年

七

月
末

日

現
在

附

属
地

二
於

ケ

ル
中
国

官
憲

課

税
調

』

一
九

三

一
年
、

「十

九
、

長
春

」
。

〈25
>

拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
商
務
会
の
活
動
-

開
原
と
長
春
を

例

と

し

て
」

(
『
ア
ジ

ア
経

済

』

第

四
五

巻

第

一
〇

号

、

二
〇
〇

四

年
)

六

四
頁
。

〈
26
>

「附

属
地

ヲ
対

象

ト

ス

ル
満

洲

国
側

地

方
税

局

ノ
課
徴

状

況

二

関

ス

ル
件

」

一
九

三

二
年

一
〇
月

三
日
在

長
春

総
領

事
代

理

田
中
正

一
よ
り
武
藤

信

義
宛

(カ
。
h
切
0
8
0
6
0
7
7
3
1
0
0
・
2
°。
N
)
。

〈
27
>

「附

属
地

ヲ
対
象

ト

ス

ル
満

洲

国
側

地

方
税

局

ノ
活
動

二
関

ス

ル
件

」

一
九

三
二
年

一
〇

月

三
日
在

長
春

総
領

事
代

理

田
中
正

一
よ

り

長

春

警

察

署

長

警

視

高

山

勝

司

宛

(力
鑑

団
O
。。
O
ひ
O
謡
い
δ
O
・

N
°。
°。
)
。

〈28
>

前
掲
拙
稿

「満
鉄
附
属
地
居
住
華
商
に
対
す
る
中
国
側
税
掲
課

税
問
題
」
三
三
頁
。

〈
29
>

張
作
森
政
権
に
よ
る
貨
幣
取
引
圧
迫
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を

用
意
し
て
い
る
が
、
差
し
当
た
り
拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
商
務
会

-

日
本
行
政
支
配
下
の
商
会
」
(『現
代
中
国
研
究
』
第
二
三
号
、

二
〇

〇
八
年

)

一
〇
七

ー

一
〇

八
頁

を
参
照

。

〈
30
>

『
奉

天
商

工

月

報

』

第

三
七

二
号

(
一
九

三
六

年

九

月

一
五

44



日

)

「満

人
側

締
房

子
不

況
」

四
七

ー
四
八
頁

。

〈
31
>

『奉

天

商

工

月
報
』

第

三

六

二
号

(
一
九

三

五
年

一
一
月

一
五

日

)

「銭

荘

、
両
替

業

の
営

業

不
振

」
六

六
頁

。

〈32
>

拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
と
沿
線
都
市
中
国
商
人
ー

開
原

・

長
春

・
奉
天

各
地

の
状
況

に

つ
い
て
」

(
『
ア
ジ

ア
経

済
』

第

四
七
巻

第

六
号

、

二
〇
〇

六
年
六

月

)

四

二
頁
。

〈
33
>

奉

天

商

工
公
会

編

『
奉

天
商

工
公

会

月

報

』

第

一
巻
第

四
号

(
一
九

三
八

年

一
〇
月
)

「奉

天

市
満

商
小

麦
粉

業
取

引
事

情
」

七
六

頁

。

〈
34

>

な

お
、

地
価

と
言

っ
て
も
満

鉄

附
属

地

に
お

い
て
は
不
動

産

の

所

有

は
認

め
ら

れ

て
い
な
か

っ
た
た

め
、

あ

く
ま

で
権
利

金

の
価
格

を
指

し

て

い
る
。

〈
35

>

満

鉄

『
調
査

時
報
』
第

九

巻

第

七
号

(
一
九

二
九
年

七
月

二
五

日
)

「奉

天

附
属

地

に
於

け

る
中

国
人

の
現
勢
」

一
五
七
頁

。

〈
36

>

新

京
商

工
会

議
所
編

『
新

京

商

工
月
報

』

第
五

四
号

(
一
九

三

七

年

五
月

)

「新

京

に
於

け

る
油

坊

工
業
」

一
頁

。

〈
37
>

塚

瀬

、
前
掲

論
文

、

一

一
四

1

=

五
頁

。

〈
38

>

『
新
京

商

工
月
報
』

第
五

四
号

(
一
九

三
七

年

五
月

)

「新

京

に

於

け

る
製
粉

工
場
」

二
五

-
二
六

頁
。

〈
39
>

同
右
史

料

、

一
八
頁

。

〈
40
>

前
掲
拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
と
沿
線
都
市
中
国
商
人
-

開

原

・
長
春

・
奉

天
各
地

の
状
況

に

つ
い
て
」

(
『
ア
ジ

ア
経

済
』

第

四

七
巻
第

六

号
、

二
〇
〇

六
年
)

三

ニ
ー
三

七
頁

。

〈
41
>

『
新
京

商

工
月
報

』
第

二
巻
第

六

号

(
一
九

三
九

年

一
月

)

「新

京

市

内

に
於

け

る
有

名
商

号
資

本

系

統

に
就

て
」

五

三
頁

。

『
奉
天

商
工
月
報
』
第
三
六
三
号

(
一
九
三
五
年

一
二
月

一
五
日
)
「新
京

有
力
銀
行
の
奉
天
進
出
」
六
ニ
ー
六
三
頁
。

〈42
>

前
掲
拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
と
沿
線
都
市
中
国
商
人
」
三
四

頁
。

〈43
>

前
掲
史
料

「新
京
有
力
銀
行
の
奉
天
進
出
」
六
ニ
ー
六
三
頁
。

〈44
>

前
掲
拙
稿

「満
鉄
附
属
地
華
商
と
沿
線
都
市
中
国
商
人
」
三
六

-
三
七
頁
。

〈45
>

同
右
論
文
、
三
四
頁
。

〈46
>

『奉
天
商
工
月
報
』
第
三
八
六
号

(
一
九
三
七
年

一
一
月
)
七

ニ
ー
七
三
頁
。
な
お
、
満
州
国
に
お
け
る
治
外
法
権
撤
廃
と
満
鉄
附

属
地
行
政
権
移
譲
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
田
中
隆

一
『満
洲

国
と
日
本
の
帝
国
支
配
』
(有
志
社
、
二
〇
〇
七
年
)
第
五
章

「満

洲
国
治
外
法
権
撤
廃
と
満
鉄
」
を
参
照
。

〈47
>

『奉
天
商
工
月
報
』
第
三
八
六
号

(
一
九
三
七
年

=

月
二
五

日
)
「附
属
地
満
商
の
城
内
移
転
」
八
九
頁
。

〈
48
>

『奉
天
商
工
月
報
』
第
三
八
七
号

(
一
九
三
七
年

一
二
月
)
「商

工
公
会
法
」
四
四
頁
。

〈49
>

同
右
史
料
、
四
六
ー
四
七
頁
。

〈
50
>

奉
天
商
工
公
会
の
日
本
人
役
員
に
つ
い
て
は
、
塚
瀬
進
氏
が
詳

細
に
分
析
し
て
い
る

(塚
瀬
進

「奉
天
商
工
公
会
の
設
立
と
そ
の
活

動
」
柳
沢
遊

・
木
村
健
二

『戦
時
下
ア
ジ
ア
の
日
本
経
済
団
体
』
日

本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
五
章
)。
ま
た
、
新
京

(長

春
)
の
日
本
人
に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
差
し
当
た

り
、
柳
沢
遊

「在

「満
」
日
本
人
」
(植
民
地
文
化
学
会

・
東
北
論

陥

一
四
年
史
総
編
室
共
編

『
「満
洲
国
」
と

は
何
だ
っ
た
の
か
』
小
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学
館
、
二
〇
〇
八
年
、
第
八
章
第
二
節
)
を
参
照
。

〈51
>

奉
天
に
お
け
る
商
会
を
中
心
と
す
る
商
業
団
体
の
変
遷
に
つ
い

て
は
、
上
田
貴
子

「樹
状
組
織
形
成
史
と
し
て
み
た
奉
天
総
商
会
の

歴
史
的
諸
段
階
」
(『近
代
中
国
東
北
地
域
に
於
け
る
華
人
商
工
業
資

本
の
研
究
』
大
阪
外
国
語
大
学
博
士
論
文
シ
リ
ー
ズ
vol.18
、
二
〇

〇
三
年
、
第
六
章
)
を
参
照
。

〈52
>

満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編

『省
政
彙
覧
』
第
八
輯
奉
天

省
編
、

一
九
三
七
年
、
二
一二
九
頁
。

〈53
>

な
お
、
新
京
商
工
公
会
に
も
奉
天
商
工
公
会
同
様
、
同
業
公
会

代
表
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
新
京
に
は
も
と
も
と
同
業
公
会
は
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
長
春
が
特
産
物
取
引
に
特
化
し
て
発
展
し

た
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
新
京
に
お
い

て
同
業
公
会
が
組
織
さ
れ
た
の
は
、
満
州
国
期
で
あ
り
、

一
九
三
四

年

=

月
か
ら
一
九
三
六
年

一
月
ま
で
に
三
二
の
同
業
公
会
が
設
立

さ
れ

て
い
る

(『新
京
商
工
月
報
』
第
五
六
号

(
一
九
三
七
年
七

月
)
「同
業
公
会

(同
業
組
合
)
を
通
じ
て
見
た
る
新
京
特
別
市
の

満
商
概
況
」
三

一
頁
)。

つ
ま
り
、
日
本
側
は
同
業
公
会
を
組
織
さ

せ
、
各
種
同
業
者
を
統
括
さ
せ
る
こ
と
で
、
中
国
人
商
工
業
者
へ
の

統
制
を
行
お
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〈54
>

上
田
貴
子

「試
論
九

一
八
事
変
前
後
的
東
北
工
商
資
本
家
-

以
城
市
中
介
人
為
中
心
」
(中
国
社
会
科
学
院
中
日
歴
史
研
究
中
心

編

「九

一
八
事
変
與
近
代
中
日
関
係

九

一
八
事
変
七
〇
周
年
国

際
学
術
討
論
会
論
文
集
」
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
)

四
七
〇
頁
。

〈55
>

『満
洲
経
済
情
報
』
第

一
巻
第

=
二
号

(
一
九
三
六
年
八
月
)

「第
四
回
総
会
の
出
席
者
に
対
す
る
歓
迎
の
辞
」
三
頁
。

〈56
>

馬
国
宴

「長
春
裕
昌
源
火
磨
創
弁
人
王
荊
山
」
(長
春
市
政
協

文
史
委
員
会
編

『長
春
文
史
資
料

第
九
輯
』

一
九
八
五
年
)

一
二

六
頁
。
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